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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
Ｅ
・
バ
ー
ク
（
一
七
二
九
｜
九
七
年
）
を
起
点
と
し
て
、
Ｊ
・
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
（
一
七
六
五
｜
一
八
三
二
年
）
や
Ｊ
・

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（
一
七
七
〇
｜
一
八
五
九
年
）、
Ｈ
・
メ
イ
ン
（
一
八
二
二
｜
八
八
年
）、
Ｗ
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
（
一
八
二
六
｜
七
七
年
）
ら
を

中
心
に
「
一
九
世
紀
ウ
ィ
ッ
グ
」
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
観
を
考
察
す
る２

）
。
こ
こ
で
独
自
に
設
定
す
る
「
一
九
世
紀
ウ
ィ
ッ
グ
」
は
、
政
治
的
党

派
と
し
て
の
ウ
ィ
ッ
グ
に
所
属
す
る
知
識
人
や
政
治
家
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い３

）
。
一
八
世
紀
末
の
バ
ー
ク
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』

（
一
七
九
〇
年
）
か
ら
、
一
九
世
紀
終
盤
の
メ
イ
ン
『
民
衆
統
治
』（
一
八
八
五
年
）
ま
で
、
約
一
世
紀
の
議
論
を
採
り
上
げ
て
分
析
す
る
の

は
、「
ウ
ィ
ッ
グ
と
い
う
政
治
的
党
派
」
を
超
え
、
こ
の
数
世
代
に
わ
た
っ
て
か
な
り
広
範
に
共
有
さ
れ
て
い
た
「
ウ
ィ
ッ
グ
的
」
と
形
容
す

べ
き
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
思
考
様
式
で
あ
る
。こ
れ
は
、議
会
政
治
の
世
界
史
的
に
稀
有
な
成
功
を
実
現
し
て
い
る「
イ
ギ
リ
ス
国
制（co

n
sti-

tu
tio
n

）」
を
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
秘
儀
と
し
て
、
政
治
的

妥
協
（co

m
p
ro
m
ise

）」を
高
く
評
価
す
る
政
治
的
思
考
で
あ
る４

）
。

各
知
識
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
政
治
状
況
に
直
面
し
て
い
た
と
は
い
え
、
こ
の
ウ
ィ
ッ
グ
的
思
考
様
式
は
、
バ
ー
ク
以
降
、
一
世
紀
に

わ
た
り
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
把
捉
可
能
で
あ
る
。
一
八
世
紀
後
半
に
相
次
い
で
生
じ
た
ア
メ
リ
カ
の
独
立
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
通
じ
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
た
ち
も
ま
た
、
間
接
的
に
で
は
あ
れ
、
成
文
憲
法
の
成
立
を
は
じ
め
て
経
験
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
中
で
彼
ら
は
共

通
し
て
、
大
革
命
と
そ
れ
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
一
連
の
経
緯
に
特
に
強
い
衝
撃
を
受
け
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状
況
を
「
他
山
の
石
」
と
し
な

が
ら
、
政
治
秩
序
の
安
定
的
な
維
持
を
可
能
に
す
る
国
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
思
考
を
深
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ウ
ィ
ッ
グ
的
思
考
様
式
を
共
有
す
る
人
々
に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
国
制
と
は
、
当
時
の
思
想
的
文
脈
に
即
し
て
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
ら
が
そ

の
実
現
を
自
負
し
た
「
自
由
な
統
治
（free g

o
v
ern

m
en
t

）」
と
同
義
で
あ
る５

）
。
彼
ら
は
、
バ
ー
ク
が
「
自
由
な
統
治
を
作
る
た
め
に
は
、

言
い
換
え
れ
ば
、
自
由
と
抑
制
と
い
う
こ
の
対
立
す
る
要
素
を
調
合
し
て
一
つ
の
首
尾
一
貫
し
た
作
品
に
す
る
た
め
に
は
」
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
を
、
自
由
と
支
配
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
政
治
体
制
と
し
て
理
解
し
た６

）
。
そ
の
た
め
、
当

時
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
観
を
考
察
す
る
に
は
、
国
民
が
自
由
を
享
受
し
な
が
ら
も
、
単
一
の
政
治
秩
序
が
保
た
れ
る
諸
条
件
を
解
明
す
る
こ
と

が
必
須
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
条
件
と
は
、「
制
度
」
と
し
て
の
国
制
と
そ
れ
を
運
用
す
る

市
民
的
徳
」の
一
九
世
紀
的
変
形
と
し
て
の
「
国
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民
性
（n

a
tio
n
a
l ch

a
ra
cter

）」
の
独
特
の
あ
り
方
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
相
互
の
密
接
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ウ
ィ
ッ
グ
的
思
考
様
式
は
、
本
論
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
政
治
的
、
社
会
的
な
「
多
様
性
（v

a
riety

）」
の
容
認
を
必
要
条

件
と
し
つ
つ
、
地
主
貴
族
を
中
核
に
、
産
業
資
本
家
や
金
融
業
者
、
さ
ら
に
は
当
時
の
論
壇
を
リ
ー
ド
し
た
知
識
人
た
ち
な
ど
を
そ
の
周
縁

部
に
も
つ
政
治
支
配
層
（
リ
ー
ダ
ー
）
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
政
治
指
導
を
承
認
し
な
が
ら
選
挙
権
を
行
使
し
て
い
た
有
権
者
層
を
中
心
と

す
る
被
治
者
層
（
フ
ォ
ロ
ワ
ー
）
に
も
広
く
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
名
望
家
が
支
配
す
る
一
九

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
体
制
を
支
え
た
政
治
的
市
民
の
政
治
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
あ
り
よ
う
を
析
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
別

の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、「
多
数
決
」を
政
治
的
決
定
原
理
に
も
つ
議
会
制
民
主
主
義
成
立
以
降
｜
｜
概
ね
第
一
次
世
界
大
戦
後
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
｜
｜
に
は
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
、
議
会
政
治
を
支
え
る
政
治
的
市
民
た
ち
の
政
治
的
エ
ー
ト
ス
を
、
多
数
決
と
は
異
な

る
政
治
的
決
定
原
理
と
し
て
の
「
妥
協
」
に
焦
点
を
当
て
描
き
出
す
試
み
で
も
あ
る７

）
。

本
稿
は
「
自
由
な
統
治
」
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
成
立
条
件
を
三
分
割
し
て
検
討
す
る
。
は
じ
め
の
二
つ
の
節
で
は
、「
自
由
」
の
成

立
条
件
を
考
察
す
る
。
ウ
ィ
ッ
グ
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
政
治
的
見
解
の
多
様
性
の
維
持
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
人
的
条
件
に
つ
い
て
検
討
す

る
第
一
節
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
、「
自
由
な
統
治
」
の
成
功
の
原
因
に
、
政
治
的
見
解
の
「
多
様
性
」
を
受
容
す
る
﹇
国
民
性
」

あ
る
い
は
「
性
格
（ch

a
ra
cter

）」
と
国
制
と
の
密
接
不
可
分
の
相
関
関
係
を
見
い
だ
し
た
。

第
二
節
で
は
、
国
制
を
支
え
る
「
制
度
」
と
し
て
の
選
挙
制
度
論
と
政
党
論
お
よ
び
内
閣
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
明
ら
か

に
さ
れ
る
の
は
、
政
治
制
度
を
通
じ
て
多
様
性
の
維
持
を
徹
底
す
る
か
ら
こ
そ
、
統
一
的
な
秩
序
と
し
て
の
国
制
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う

ウ
ィ
ッ
グ
の
「
自
由
な
統
治
」
観
で
あ
る
。

第
三
節
で
は
、「
統
治
」
の
観
点
か
ら
、「
自
由
な
統
治
」
の
条
件
を
検
討
す
る
。
多
様
性
が
秩
序
形
成
の
大
前
提
だ
と
い
う
こ
と
は
、
多

様
な
意
見
が
決
定
に
よ
り
単
一
の
も
の
と
な
っ
た
後
に
も
、
多
様
性
状
況
自
体
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
成
立
さ
せ
る
の

が
「
妥
協
」
で
あ
る
。
妥
協
は
多
様
な
要
素
か
ら
な
る
国
民
に
「
共
通
の
（co

m
m
o
n

）」
地
盤
を
探
り
当
て
、
よ
り
広
い
同
意
を
獲
得
し
な

が
ら
も
、
多
様
な
要
素
を
維
持
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
妥
協
は
、
多
様
性
の
存
在
を
成
立
基
盤
と
す
る
国
制
の
維
持
を
め
ざ
し
た
唯
一
の
決

定
法
で
あ
り
、
他
方
、
国
制
は
、
そ
の
妥
協
を
通
じ
て
不
断
に
構
成
さ
れ
る
運
動
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
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第
一
節

多
様
性
と
国
民
性

第
二
次
選
挙
法
改
正
（
一
八
六
七
年
）
の
三
年
前
、
自
由
党
政
権
の
大
蔵
大
臣
で
あ
っ
た
Ｗ
・
Ｅ
・
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
（
一
八
〇
九
｜
九

八
年
）
は
、
改
正
に
向
け
下
院
で
「
私
は
、
個
人
的
不
適
格
あ
る
い
は
政
治
的
危
険
性
と
い
っ
た
類
の
考
慮
に
よ
っ
て
資
格
が
な
い
と
は
さ

れ
な
い
す
べ
て
の
人
間
は
、
道
義
上
、
国
制
の
境
界
内
に
入
る
資
格
が
あ
る
と
あ
え
て
申
し
上
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
論
じ
た８

）
。
こ
の
演

説
は
、
選
挙
法
改
正
の
文
脈
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
場
合
は
「
国
制
の
境
界
内
」
に
入
る
と
は
有
権
者
に
な
る
こ
と
だ
、

と
単
純
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
本
稿
と
の
関
連
で
興
味
深
い
の
は
、「
選
挙
権
を
与
え
る
」
と
い
う
内
容
が
「
国
制
の
境
界
内

に
入
る
」
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
特
有
の
意
味
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
観
を
、
国
制
と
国
民
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
に
焦
点
を
当
て
検
討
す
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ

て
、
政
治
的
多
様
性
が
実
現
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
政
治
秩
序
、
ひ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
形
成
や
維
持
が
可
能
に
な
る
と
す
る
ウ
ィ
ッ

グ
の
国
制
観
、
な
ら
び
に
多
様
性
の
容
認
を
通
じ
て
国
制
の
存
立
を
支
え
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
政
治
的
資
質
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
一
）
多
様
性
と
合
憲
性

こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
注
目
す
べ
き
は
、
法
学
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
『
国
制
擁
護
論
』（
一
八
五
九
年
）
に
お
け
る
「
合
憲
性

（co
n
stitu

tio
n
a
lity

）」
の
議
論
で
あ
る
。

善
き
統
治
の
条
件
の
一
つ
は
、
安
定
的
で
平
穏
な
統
治
で
あ
る
。
安
全
と
平
和
と
を
享
受
す
る
統
治
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
民
衆
は
、

一
般
に
、
大
多
数
に
共
通
の
な
ん
ら
か
の
見
解
な
い
し
信
条
に
よ
っ
て
、
国
制
に
愛
着
を
抱
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
概

し
て
、
民
衆
の
大
多
数
に
共
通
の
、
国
制
の
維
持
に
資
す
る
見
解
な
い
し
感
情
の
唯
一
の
も
の
は
、
合
憲
性
の
感
情
で
あ
る９

）
。

こ
の
よ
う
に
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、「
善
き
統
治
」、
彼
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
「
自
由
な
統
治
」
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
条
件
に
、
国
制
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に
対
す
る
国
民
の
「
共
通
の
」
承
認
を
看
取
し
て
、
こ
れ
を
「
合
憲
性
の
感
情
」
と
表
現
し
た10

）
。

既
存
の
国
制
の
受
容
、
す
な
わ
ち
、
合
憲
性
の
保
持
は
、
単
に
当
該
国
に
お
け
る
居
住
の
事
実
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国

民
内
部
に
お
け
る
「
多
様
な
見
解
」
の
存
在
を
受
容
す
る
政
治
姿
勢
に
の
み
確
認
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
制

に
対
し
て
、
す
べ
て
の
人
が
「
愛
と
尊
崇
」
を
持
つ
の
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、「
公
的
効
用
の
原
理
が
、
国
制
ほ
ど
の
広
い
対
象
に
適
用
さ

れ
た
場
合
に
は
、
概
し
て
、
多
様
な
見
解
が
出
て
く
る
」
の
が
「
必
然
」
だ
か
ら
で
あ
る11

）
。
つ
ま
り
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、「
自
由
な
統
治
」
の

成
立
自
体
が
、
政
治
支
配
層
の
み
な
ら
ず
フ
ォ
ロ
ワ
ー
も
含
め
た
広
範
な
国
民
の
「
合
憲
性
の
感
情
」
の
保
持
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
感
情
は
、
国
制
を
形
成
し
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
見
解
の
多
様
性
の
受
容
を
本
来
的
に
備
え
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
多
様
性
重
視
は
、
誤
っ
た
「
合
憲
性
の
感
情
」
か
ら
、
旧
来
の
国
制
を
絶
対
視
し
て
頑
迷
に
固
守
し
よ
う
と
す
る
「
党

派
人
」
や
「
正
統
主
義
者
」
に
向
け
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
批
判
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

究
極
的
原
理
の
権
威
が
、
自
ら
の
感
情
を
沈
め
ね
ば
な
ら
な
い
特
例
が
存
在
す
る
。
そ
の
場
合
と
は
、
国
制
に
対
す
る
頑
迷
な
執
着
が
、

国
制
の
限
界
な
ら
び
に
侵
害
か
ら
国
制
を
守
ろ
う
と
す
る
感
情
の
限
界
を
、
明
白
に
打
ち
倒
す
場
合
で
あ
る
。
神
の
権
利
を
奉
じ
る
古
来

の
党
派
人
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
近
年
の
正
統
主
義
者
に
よ
っ
て
、
権
威
に
対
す
る
感
情
の
不
可
欠
の
制
限
が
、
愚
か
に
も
拒
否
さ
れ
て
き

た
。
彼
ら
が
そ
の
絶
対
的
な
重
要
性
を
無
分
別
に
も
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合﹅
憲﹅
性﹅
の﹅
感﹅
情﹅
（
な
い
し
正﹅
統﹅
性﹅
の﹅
感﹅
情﹅
）
は
、
不
幸

な
こ
と
に
、
多
く
の
信
用
を
失
っ
て
き
た
（
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。
以
下
同
じ12

）
）。

同
様
の
見
地
か
ら
、「
至
上
の
権
威
」
を
主
張
し
て
「
現
秩
序
」
の
拒
否
や
破
壊
に
帰
結
す
る
「
自
然
法
の
観
念
」
も
批
判
さ
れ
る13

）
。

Ｊ
・
バ
ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（
一
八
〇
六
｜
七
三
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
一
九
世
紀
の
知
識
人
た
ち
は
、
政
治
的
見
解
の
多

様
性
な
ら
び
に
そ
れ
が
可
能
と
す
る
進
歩
を
最
重
要
視
し
て
い
た
。
進
歩
と
の
関
連
に
加
え
て
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
上
述
の
議
論
を
ふ
ま
え

て
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
挙
げ
る
い
く
つ
も
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
様
性
の
実
現
が
「
自
由
な
統
治
」
と
し

て
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
存
立
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
と
い
う
認
識
を
、
ウ
ィ
ッ
グ
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る14

）
。
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『
国
制
擁
護
論
』
と
同
時
期
に
、
選
挙
法
改
正
論
争
に
加
わ
る
形
で
『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』（
一
八
六
五
｜
七
年
）
等
を
執
筆
し
、
選
挙
権

の
大
幅
な
拡
大
に
反
対
し
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
も
同
内
容
の
議
論
を
看
取
で
き
る
。
一
八
五
一
年
に
滞
在
中
の
フ
ラ
ン
ス
で
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
ク
ー
デ
タ
に
遭
遇
し
て
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
は
反
対
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
代
議
政
治
を
運
営
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

理
由
に
つ
い
て
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
生
涯
大
き
な
関
心
を
抱
き
つ
づ
け
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
「
賢
明
」
す
ぎ
る
た
め
、
フ
ラ

ン
ス
議
会
の
議
員
た
ち
は
、
他
者
の
意
見
を
落
ち
着
い
て
聞
く
こ
と
が
で
き
ず
、
多
様
な
議
論
が
存
在
す
る
状
況
を
維
持
で
き
な
い
。
そ
れ

は
い
つ
炎
上
す
る
か
予
測
不
能
の
「
マ
ッ
チ
箱
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
代
議
政
治
の
希
有
な
成
功
の
原
因
と
は
、「
討

論
の
政
体
」の
中
で
、「
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
人
々
は
、
そ
の
異
な
り
方
に
応
じ
て
代
弁
者
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
各
代
弁
者
は
、
そ
の

性
質
に
応
じ
て
異
論
を
持
ち
、
反
対
の
主
張
を
持
つ
」
状
況
に
耐
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た15

）
。
こ
の
よ
う
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
も
、
代
議
政
治
の

運
営
能
力
と
い
う
観
点
か
ら
、
多
様
性
の
維
持
能
力
が
討
論
の
「
政
体
」
の
形
成
を
可
能
に
す
る
と
い
う
認
識
を
示
し
た
。

（
二
）
自
由
と
国
民
性

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
治
的
要
素
の
多
様
性
は
、
そ
れ
を
容
認
す
る
国
民
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
本
節
で
は
次
に
、

こ
の
多
様
性
を
支
え
る
資
質
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
、
当
時
多
用
さ
れ
た
「
性
格
（ch

a
ra
cter

）」
を
分
析
す
る
。

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
た
ち
は
、「『
精
神
な
き
自
由
な
制
度
』
は
失
敗
す
る
運
命
に
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
共
有
し
、
政
治
╱
社

会
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
自
国
民
の
政
治
運
営
能
力
に
対
す
る
自
己
満
足
か
ら
、「
自
由
な
統
治
」の
成
功
の
主
要
な
条
件
と
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
国
民
に
そ
の
特
徴
を
強
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
「
自
由
の
精
神
」
の
保
持
を
挙
げ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
前
半
、
特
に
ウ
ィ
ッ

グ
の
機
関
誌
『
エ
ジ
ン
バ
ラ
・
レ
ビ
ュ
ー
』
上
で
活
躍
し
た
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
次
の
議
論
は
そ
う
し
た
認
識
の
典
型
で
あ
る16

）
。

自
由
の
シ
ス
テ
ム
は
、
自
由
を
愛
す
る
人
々
に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ
れ
う
る
。
将
来
的
な
見
込
み
に
極
度
に
乏
し
い
体
制
で
あ
っ
て
も
、

自
由
の
精
神
が
あ
れ
ば
、
卓
越
し
た
統
治
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
外
見
上
は
も
っ
と
も
立
派
な
体
制
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
存
続

で
き
ず
、
維
持
す
る
に
値
し
な
い17

）
。
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政
治
社
会
の
各
構
成
員
の
「
自
由
な
精
神
」
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
他
者
の
自
由
に
対
す
る
配
慮
が
当
然
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る「
自
由
の
精
神
」と
は
、「
自
由
な
統
治
」を
形
成
し
維
持
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
が
指
摘
し
た
「
合
憲
性
の
感
情
」
と
同
じ
心
的
な
あ
り
方
だ
と
考
え
て
よ
い
。

自
由
な
統
治
」
の
成
立
条
件
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
の
中
で
、
一
九
世
紀
の
、
特
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
に
は
、「
性
格
」
に
注
目

が
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
（
当
時
に
お
い
て
は
）
終
局
的
な
失
敗
を
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
政
治
的
資
質

と
人
工
的
に
樹
立
さ
れ
た
政
体
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
規
定
し
た
「
紙
上
の
憲
法
」
と
の
齟
齬
に
求
め
る
議
論
か
ら
、
国
制
と
「
国
民
性
」
と

の
「
自
然
な
」
関
係
に
強
い
関
心
が
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る18

）
。
加
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
た
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
は
、
大
革
命

と
同
種
の
失
敗
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
世
紀
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
た
ち
は
、「
自
由
な
統
治
」を
維
持
で
き
な
い
フ

ラ
ン
ス
国
民
の
性
格
と
は
対
照
的
に
、
そ
れ
を
着
実
に
運
営
し
て
き
た
自
国
民
の
特
徴
を
探
究
し
、「
性
格
」に
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
成
功
の
秘

訣
を
見
い
だ
し
、
か
つ
国
制
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
国
民
性
と
の
自
然
な
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
と
な
っ
た19

）
。
先
述
し
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
代

議
政
治
運
営
能
力
を
め
ぐ
る
英
仏
国
民
の
比
較
検
討
も
、「
性
格
」
の
分
析
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
「
性
格
」
は
、
総
じ
て
、「
低
次
の
」
あ
る
い
は
「
利
己
的
な
」「
自
己
」
の
「
衝
動
性
」
を
抑
制
す
る
自
律
的
な
性
向
を
意
味
し
た20

）
。

た
と
え
ば
、
Ｔ
・
Ｂ
・
マ
コ
ー
リ
ー
（
一
八
〇
〇
｜
五
九
年
）
は
、
第
二
帝
政
期
の
フ
ラ
ン
ス
を
次
の
よ
う
に
非
難
し
て
い
る
。

憲
法
に
基
づ
く
い
く
つ
も
の
統
治
（co

n
stitu

tio
n
a
l g
o
v
ern

m
en
ts

）
を
暴
力
に
よ
っ
て
引
き
倒
し
、
専
制
の
下
で
平
穏
に
暮
ら
す
よ
う

な
国
民
は
、
専﹅
制﹅
的﹅
に﹅
支﹅
配﹅
さ﹅
れ﹅
な﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
な﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
し﹅
、
そ﹅
う﹅
あ﹅
る﹅
べ﹅
き﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
我
々
は
オ
ル
レ
ア
ン
家
の
統
治
を
打
倒
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
改
革
す
べ
き
だ
っ
た
。
彼
奴
の
奴
隷
的
支
配
を
一
日
に
し
て
生
み
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ21

）
。

こ
こ
に
は
衝
動
的
な
行
動
に
よ
っ
て
暴
力
的
に
憲
法
を
破
壊
せ
ず
に
、
完
全
に
は
同
意
で
き
な
く
と
も
、
ま
ず
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
秩
序
を

形
成
す
る
国
民
の
み
が
憲
法
を
維
持
で
き
る
、
と
い
う
マ
コ
ー
リ
ー
の
判
断
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
性
格
論
の
流
行
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
政
治
動
向
に
刺
激
を
受
け
、「
自
由
な
統
治
」
の
自
律
的
な
運
営
能
力
、
国
制
の
維
持
能
力
の
説
明
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
。
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こ
の
よ
う
な
歴
史
を
有
す
る
言
葉
と
し
て
、「
性
格
」は
イ
ギ
リ
ス
国
制
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
バ
ー
ク
は
、

「
人
権
の
こ
と
が
書
き
散
ら
し
て
あ
る
け
ち
な
紙
屑
」
で
は
な
く
、「
統
治
の
大
原
則
の
多
く
や
自
由
の
観
念
」
が
イ
ギ
リ
ス
人
に
「
自
然
に

備
わ
っ
た
臓
腑
」
だ
と
主
張
す
る22

）
。
首
相
も
務
め
た
Ｊ
・
ラ
ッ
セ
ル
（
一
七
九
二
｜
一
八
七
八
年
）
も
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

「
我
が
国
制
に
お
け
る
祝
祷
の
詞
」
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
無
意
味
な
空
言
で
は
な
い
。
我
々
は
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
や
異
端
尋
問
の
恐
れ
な

し
に
、
話
し
、
書
き
、
考
え
、
行
動
す
る
。
我
々
は
、
ま
る
で
衣
服
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
由
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
新
た
な
行
為
基
準
や
善
悪
に
関
す
る
新
た
な
感
情
を
必
要
と
す
る
新
た
な
国
制
が
ど
れ
ほ
ど
賞
賛
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
腐
臭

を
放
つ
制
度
が
染
み
込
ん
だ
往
古
の
精
神
の
残
り
香
の
方
が
、
よ
り
よ
い
香
気
を
放
つ
も
の
だ23

）
。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
な
国
制
の
原
理
を
血
肉
化
す
る
ほ
ど
に
自
ら
の
行
動
原
理
と
し
た
人
び
と
が
、「
性
格
」
の
保
持
者
と
し
て
認
定
さ
れ
、

そ
の
性
格
を
共
有
す
る
国
民
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
由
な
統
治
」
の
運
営
が
可
能
だ
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。「
動
い
て
い
る
人
が
、
自
ら

の
身
体
構
造
を
漠
然
と
大
体
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
自
由
な
国
民
も
、
国
制
を
漠
然
と
大
体
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
」

と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
か
ら
も
ま
た
、
同
様
の
国
制
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る24

）
。

た
だ
し
、
国
制
と
「
性
格
」
と
の
以
上
の
よ
う
な
関
係
は
、
国
制
が
金
科
玉
条
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
自
ら

が
生
き
る
世
界
に
完
全
に
溶
け
込
ん
で
生
き
た
」
バ
ー
ク
の
「
胎
生
的
」
知
性
に
は
否
定
的
な
評
価
を
下
し
た
。
と
い
う
の
も
、「
自
由
な
統

治
と
は
自
治
」
で
あ
り
、「
自
由
」
と
は
「
国
民
の
中
の
政
治
的
部
分
﹇
有
権
者
層
﹈
が
行
政
府
を
使
い
こ
な
す
こ
と
（﹇

﹈
は
引
用
者
に

よ
る
補
足
。
以
下
同
じ
。）」
と
考
え
る
彼
に
と
っ
て
、
国
制
と
は
、
そ
の
内
部
に
完
全
に
包
ま
れ
て
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
与
え
ら
れ
る
子

宮
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
内
面
の
規
律
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、「
身
体
」
の
よ
う
に
政
治
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
「
使
い
こ
な
す
」
道

具
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る25

）
。
マ
コ
ー
リ
ー
も
同
様
の
見
地
か
ら
「
政
治
に
お
け
る
国
制
の
位
置
は
、
商
業
に
お
け
る
貨
幣
の
位
置
と
同
じ

で
あ
る
。
そ
れ
は
非
常
に
有
益
で
便
利
な
も
の
」
だ
と
論
じ
て
い
る26

）
。
さ
ら
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
友
人
で
、
著
述
家
で
あ
り
ウ
ィ
ッ
グ
所
属
議

員
と
し
て
大
蔵
大
臣
な
ど
を
歴
任
し
た
Ｇ
・
Ｃ
・
ル
イ
ス
（
一
八
〇
六
｜
六
三
年
）
は
、
国
制
と
は
、「
無
知
な
人
び
と
を
だ
ま
し
て
与
え
ら
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れ
る
決
ま
り
や
法
は
、
古
来
の
制
度
の
再
確
認
で
あ
り
、
変
革
と
は
復
古
で
あ
っ
て
革
新
で
は
な
い
、
と
彼
ら
に
信
じ
さ
せ
る
よ
う
計
算
さ

れ
た
」
も
の
だ
と
ま
で
言
う27

）
。

国
民
の
性
格
は
、
長
期
に
わ
た
る
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
性
格
形
成
は
、
各
個
体
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
自
由
な
統
治
」の
運
営
経
験
の
中
で
、
国
制
と
の
相
互
の
影
響
関
係
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
培
わ
れ
て
き
た
政
治
的
資

質
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た28

）
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
ウ
ィ
ッ
グ
は
、
国
制
の
歴
史
的
展
開
か
ら
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
「
性
格
」
が
、
次
に
は
国
制
を
維
持
し
修
正

し
て
い
く
、
と
い
う
性
格
と
国
制
と
の
相
互
作
用
の
中
で
、
こ
の
「
性
格
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
運
営
能
力
を
持
つ
唯
一
の
性
格
へ
と
涵

養
さ
れ
た
、
と
い
う
議
論
を
提
出
し
た
。
本
節
冒
頭
で
紹
介
し
た
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
演
説
は
、
選
挙
権
を
得
て
「
自
由
な
統
治
」
の
構
成

員
に
な
る
こ
と
が
、
国
制
と
の
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
関
係
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
て
い
た
彼
の
国
制
観
を
表
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
、
多
様
性
の
実
現
を
政
治
目
的
と
し
て
「
臓
腑
」
の
レ
ベ
ル
で
認
識
す
る
「
性
格
」
の
人
び
と
が
、「
合
憲
性
」
を
有
し
て
お
り
、
そ

う
し
た
国
民
だ
か
ら
こ
そ
「
自
由
な
統
治
」
と
し
て
の
国
制
が
形
成
さ
れ
運
営
さ
れ
て
き
た
、
と
ウ
ィ
ッ
グ
は
考
え
た
。

第
二
節

多
様
性
の
制
度
的
保
証

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
ッ
グ
に
よ
れ
ば
、「
自
由
な
統
治
」の
成
立
条
件
に
は
政
治
的
見
解
の
多
様
性
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
、
有
権
者
に
は
「
合
憲
性
」
を
中
核
と
す
る
「
性
格
」
の
保
持
が
求
め
ら
れ
る
。
本
節
で
考
察
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
確

保
す
る
た
め
の
よ
り
具
体
的
な
制
度
構
想
と
し
て
、
ウ
ィ
ッ
グ
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
選
挙
制
度
論
と
政
党
論
お
よ
び
内
閣
論
で
あ
る
。

（
一
）
選
挙
制
度
の
多
様
性29

）

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
で
は
三
度
の
選
挙
法
改
正
（
三
二
、
六
七
、
八
四
年
）
に
よ
っ
て
、
有
権
者
数
が
増
大
し
た
。
普
通
選
挙
制
を
終
極

的
な
目
標
に
す
え
な
が
ら
、
こ
う
し
た
流
れ
を
積
極
的
に
推
し
進
め
た
の
は
、
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
（
一
七
四
八
｜
一
八
三
二
年
）
や
Ｊ
・
Ｓ
・
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ミ
ル
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
陣
営
で
あ
っ
た
が
、
多
様
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
意
外
に
も
彼
ら
に
は
、
ミ
ル
が
憂
慮
し
た
「
多
数
者

の
専
制
」
に
対
す
る
危
機
感
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
目
的
は
、
選
挙
法
改
正
に
よ
っ
て
、
国
民
間

に
生
じ
て
い
る
階
級
分
裂
を
修
復
し
て
「
国
民
的
結
合
（n

a
tio
n
a
l u
n
ity

）」
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る30

）
。

他
方
、
選
挙
権
の
大
幅
な
拡
大
に
反
対
し
た
ウ
ィ
ッ
グ
は
、
改
正
の
必
要
性
は
認
め
な
が
ら
も
、「
多
数
者
の
専
制
」を
回
避
し
て
多
様
性

を
確
保
す
る
こ
と
に
注
力
し
た
。
そ
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
の
が
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
が「
非
常
に
す
ば
ら
し
い
選
挙
権
の
多
様
性
に
よ
っ

て
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
は
も
っ
と
も
優
れ
た
理
論
家
た
ち
も
想
像
し
え
な
か
っ
た
効
果
的
な
仕
方
で
財
産
と
多
数
者
の
諸
原
理
を
結
合
し
て
き

た
」
と
論
じ
た
、
選
挙
権
保
有
資
格
の
多
様
性
に
よ
り
、
多
様
な
政
治
的
見
解
の
表
出
を
可
能
に
す
る
選
挙
制
度
で
あ
っ
た31

）
。

ウ
ィ
ッ
グ
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
改
革
プ
ラ
ン
を
批
判
し
た
主
要
な
理
由
は
、
そ
れ
が
無
知
な
労
働
者
階
級
に
選
挙
権
を
与
え
る
か
ら
で
は
な

い
。
彼
ら
は
、
全
国
「
画
一
的
な
選
挙
制
度
」
が
も
た
ら
す
、
画
一
的
な
政
治
的
見
解
の
表
出
と
し
て
の
「
多
数
者
の
専
制
」
を
問
題
視
し

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
画
一
的
な
選
挙
権
の
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
最
優
秀
者
の
み
へ
の
選
挙
権
付
与
だ
と
し
て
も
、

表
出
さ
れ
る
見
解
は
優
秀
者
だ
け
の
画
一
的
な
も
の
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
ウ
ィ
ッ
グ
が
拒
否
し
た
「
多
数
者
の
専
制
」
と
は
、
常
に
固

定
的
な
多
数
派
を
形
成
す
る
よ
う
な
有
権
者
構
成
が
も
た
ら
す
政
治
的
見
解
の
画
一
性
で
あ
っ
た32

）
。

画
一
化
を
原
因
と
す
る
「
多
数
者
の
専
制
」
回
避
の
た
め
に
ウ
ィ
ッ
グ
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
選
挙
制
度
が
、
各
「
地
域
社
会
（co

m
m
u
-

n
ity

）」ご
と
に
選
挙
権
付
与
の
資
格
が
異
な
る
が
ゆ
え
に
様
々
な
政
治
的
見
解
が
確
保
さ
れ
る
、
一
八
三
二
年
以
前
の
選
挙
制
度
で
あ
っ
た33

）
。

地
域
社
会
ご
と
の
政
治
的
見
解
が
、
多
様
な
見
解
の
構
成
要
素
と
見
な
さ
れ
た
理
由
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
の
地
域
社
会
観
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

彼
ら
に
と
っ
て
、
地
域
社
会
と
は
、
地
主
階
級
と
地
域
住
民
と
の
「
愛
着
」
や
「
信
従
」
関
係
を
核
と
し
た
人
的
関
係
を
温
存
す
る
歴
史
的

形
成
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
が
論
じ
た
よ
う
に
、「
完
全
体
」
あ
る
い
は
「
総
体
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る34

）
。
こ
の
地
域
社

会
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
っ
て
こ
そ
、
国
政
運
営
上
、
意
義
の
あ
る
政
治
的
見
解
が
多
様
に
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
た
し
か
に
ウ
ィ
ッ
グ
は
「
数
」
の
支
配
を
批
判
し
た
が
、
政
治
的
見
解
の
構
成
要
素
と
し
て
の
多
数
者
の
見
解
を
全
面
的
に
否

定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
彼
ら
は
そ
う
し
た
見
解
も
ま
た
重
要
な
構
成
要
素
の
一
部
と
見
な
す
。
否
定
す
べ
き
は
「
数
だ
け

（n
u
m
b
ers o

n
ly

）」
が
支
配
す
る
事
態
で
あ
る35

）
。
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
数
」
を
も
、
ま
た
理
性
的
な
見
解
の
み
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な
ら
ず
非
合
理
的
な
情
念
を
も
含
め
た
国
民
全
体
の
意
志
が
構
成
要
素
と
し
て
表
出
さ
れ
て
こ
そ
、「
自
由
な
統
治
」
が
実
現
す
る
。

選
挙
制
度
は
、
…
…
自
由
な
統
治
の
保
障
に
役
立
つ
も
の
に
も
な
る
。
そ
れ
が
立
法
権
の
分
有
の
た
め
に
ほ
ぼ
す
べ
て
の
階
級
か
ら
幾
人

か
﹇
の
代
表
﹈
を
必
要
と
し
、
す
べ
て
の
階
級
の
多
く
の
人
々
に
も
っ
と
も
質
の
高
い
選
挙
権
の
行
使
を
要
求
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
国

制
を
守
る
た
め
に
地
域
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
厚
意
だ
け
で
な
く
、
自
負
心
や
体
面
、
私
的
利
益
を
も
巻
き
込
む
。
す
べ
て
の
高
貴
な

感
情
、
す
べ
て
の
合
理
的
な
思
慮
、
す
べ
て
の
つ
ま
ら
な
い
虚
栄
心
、
す
べ
て
の
卑
し
む
べ
き
愚
か
さ
が
国
制
の
安
定
に
資
す
る36

）
。

こ
こ
に
も
ま
た
、
多
様
性
の
実
現
と
国
制
と
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
制
の
形
成
や
維
持
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

政
治
的
多
様
性
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
制
度
上
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
選
挙
制
度
で
あ
っ
た37

）
。
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
ウ
ィ
ッ

グ
の
主
張
は
、
選
挙
権
拡
大
に
よ
る
多
様
性
の
消
滅
と
、
そ
の
帰
結
と
し
て
の
専
制
の
阻
止
に
主
眼
を
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た38

）
。

（
二
）
政
党
に
お
け
る
多
様
性

政
党
に
関
し
て
も
、
近
代
政
党
論
の
先
駆
け
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
バ
ー
ク
の
議
論
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
自
由
な
統
治
」に
は
、
多
様

な
見
解
の
表
出
を
可
能
に
す
る
政
党
の
複
数
制
が
不
可
欠
の
条
件
と
さ
れ
た39

）
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
様
な
政
治
的
見
解
が
処
理
さ
れ
る
議
会

は
、
多
様
な
見
解
が
無
制
約
に
放
置
さ
れ
る
場
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
多
様
性
は
、
共
約
可
能
な
多
様
性
へ
と
変
換
さ
れ
ま
と

め
上
げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
言
わ
ば
、「
あ
る
べ
き
多
様
性
」
の
確
保
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
の
変
換
作
業
を
担
う
主
体
が
、

政
党
と
そ
の
所
属
議
員
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
放
置
し
て
お
く
と
分
裂
し
た
ま
ま
の
多
様
な
政
治
的
見
解
が
、
互
い
に
相
手
を
暴
力
に

よ
っ
て
打
倒
す
る
よ
う
な
事
態
へ
と
陥
る
こ
と
な
く
集
約
さ
れ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
条
件
を
検
討
す
る
。

あ
る
べ
き
多
様
性
の
状
態
に
関
す
る
ウ
ィ
ッ
グ
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
比
例
代
表
制
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
同
制
度
は
、

一
八
五
一
年
に
Ｔ
・
ヘ
ア
（
一
八
〇
六
｜
九
一
年
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
代
表
制
の
し
く
み
』
で
紹
介
さ
れ
、
周
知
の
よ
う
に
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ

ル
が
高
く
評
価
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
第
二
次
選
挙
法
改
正
論
争
を
中
心
に
議
論
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
概
し
て
不
評
の
ま
ま
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採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
一
般
的
な
反
対
論
は
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
議
会
に
表
出
さ
れ
る
見
解
は
、
公
的
な
性
格
が
欠

如
し
た
単
な
る
「
奇
異
な
考
え
」
の
「
寄
せ
集
め
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
同
制
度
の
評
価
に
関
し
て

後
世
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に40

）
、
同
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
議
会
は
、「
特
殊
利
益
の
代
表

（sp
ecia

lites
）」
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ま
で
よ
り
も
よ
り
鋭
く
対
立
し
た
分
派
に
分
裂
す
る
」
こ
と
に
な
り
、「
イ
ギ
リ
ス
人
の
共
通
利
益
」

が
「
私
利
か
﹇
独
り
よ
が
り
な
﹈
確
信
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
常
軌
を
逸
し
た
熱
狂
の
中
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う41

）
」。
こ
の
よ
う
に
比
例

代
表
制
を
通
じ
て
表
出
さ
れ
る
多
様
な
見
解
は
、
共
通
の
地
盤
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、「
自
由
な
統
治
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ウ
ィ
ッ
グ
は
、
有
権
者
層
に
よ
る
政
党
の
拘
束
を
通
じ
た
政
党
の
厳
格
な
組
織
化
に
否
定
的
な
目
を
向
け
た
。
た

と
え
ば
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、「
普
通
選
挙
の
原
理
に
し
た
が
え
ば
」、
有
権
者
層
が
「
選
挙
の
軍
隊
」
と
化
し
「
際
限
の
な
い

敵
意
を
む
き
出
し
に
し
て
、
選
挙
や
選
挙
運
動
に
明
け
暮
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
候
補
者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
有
権
者
層
の
歓
心

を
買
い
票
を
集
め
る
必
要
か
ら
、「
日
々
有
権
者
の
感
情
に
火
を
つ
け
」、「
熟
慮
へ
向
か
う
た
め
の
時
間
」
を
奪
わ
れ
る
こ
と
と
な
る42

）
。

厳
格
な
組
織
化
に
起
因
す
る
政
党
政
治
の
機
能
不
全
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
政
党
か
ら
の
議
員
の
「
独
立
」
で
あ
っ

た43
）

。
論
敵
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
は
、
政
党
に
お
け
る
地
主
支
配
の
特
質
を
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
の
党
所
属
議
員
の
「
独
立
」
を
通
じ
て
、
有
権
者

層
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
議
員
と
の
結
束
の
方
途
を
探
っ
た44

）
。
こ
う
し
た
議
論
の
背
景
に
は
、
有
権
者
層
は
、
彼
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
指
導
層
の
理
性

的
な
議
論
を
十
分
に
理
解
し
賛
同
す
る
能
力
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
有
権
者
層
に
対
す
る
政
治
指
導
が
有
効
に
機
能
す
る
と
い
う
見
通
し
が

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
」
が
果
た
し
た
役
割
を
理
想
と
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
は45

）
、
普
通
選
挙
の
実
現
を
通
じ
て
、

理
性
的
な
討
論
の
中
で
階
級
的
な
分
裂
を
回
避
し
て
「
国
民
的
結
合
」
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
終
極
的
な
目
標
に
掲
げ
た46

）
。

こ
れ
に
対
し
て
ウ
ィ
ッ
グ
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
次
の
議
論
か
ら
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
政
党
に
対
す
る
有
権
者
層
の
影
響
力
の
増
大
を
危

険
視
し
、
有
権
者
層
と
一
体
化
し
た
政
党
に
よ
る
支
配
か
ら
議
員
個
々
人
が
免
れ
る
た
め
に
、
議
員
の
「
独
立
」
の
重
要
性
を
力
説
し
た
。

代
表
者
に
よ
る
公
的
な
集
会
は
、
他
の
種
類
の
公
的
な
集
会
よ
り
以
上
に
、
一
つ
の
欠
点
に
陥
り
や
す
い
。
つ
ま
り
、
独
立
性
が
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
選
挙
民
は
、
そ
の
集
会
を
放
っ
て
お
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
放
っ
て
お
か
な
い
場
合
に
は
、
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政
党
組
織
の
弊
害
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
防
御
策
が
無
に
帰
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
選
挙
民
の
感
情
が
支
配
政
党
の
感
情
と
な
り
、
地
方
の

政
治
活
動
家
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
刺
激
さ
れ
、
と
き
に
は
つ
く
り
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
見
解
が
穏
健
で
あ
る
は
ず
が
な
く
、

価
値
の
あ
る
討
論
に
従
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い47

）
。

で
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
防
御
策
」
と
は
な
に
か
。
す
な
わ
ち
、
議
員
の
政
党
か
ら
の
独
立
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
果
た
さ
れ

る
の
か
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
代
議
政
治
に
お
け
る
「
核
心
」
で
あ
り
「
背
骨
、
命
」
と
し
て
政
党
の
役
割
を
強
調
す
る
中
で
、
し
か
し
「
そ

の
組
織
の
永
続
的
な
機
能
に
は
、
そ
れ
が
熱
狂
的
な
党
派
人
か
ら
構
成
さ
れ
な
い
」
こ
と
が
肝
要
だ
と
論
じ
る48

）
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
た
め

に
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、「
中
庸
╱
穏
健
さ
（m

o
d
era

tio
n

）」
と
い
う
議
員
た
ち
の
「
性
格
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
性
格
こ
そ
が
、
議
員
が
独

立
性
を
喪
失
し
、「
型
に
は
ま
り
融
通
の
利
か
な
い
政
治
的
信
条
」、
あ
る
い
は
「
主
義
」
や
「
理
論
」
一
色
に
染
ま
っ
た
結
果
、
代
議
政
治

の
最
悪
形
態
と
し
て
の
「
徒
党
政
治
」
へ
転
落
す
る
こ
と
を
予
防
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
彼
は
「
心
身
が
活
気
に
満
ち

な
が
ら
も
中
庸
で
あ
る
こ
と
は
、
討
論
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
政
体
に
お
け
る
規
範
で
あ
る
」
と
論
じ
、「
中
庸
」
を
イ
ギ
リ
ス
国
制
を
稼
働

さ
せ
る
原
動
力
に
位
置
づ
け
た49

）
。「
中
庸
」
の
性
格
は
、「
討
論
の
政
体
」
の
経
験
を
通
じ
て
育
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
『
自
然
科
学
と
政

治
学
』
の
議
論
か
ら
判
断
す
れ
ば50

）
、
議
会
で
討
論
を
行
う
機
会
を
有
す
る
政
治
支
配
者
層
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
多
様
性
容
認
の
性
格

は
、
よ
り
広
く
有
権
者
全
般
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。

政
党
か
ら
の
独
立
の
た
め
に
要
請
さ
れ
た
「
中
庸
」
の
性
格
の
持
ち
主
は
ま
た
、「
中
庸
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
議
会
に
お
け
る
様
々
な
見

解
を
受
容
で
き
、
様
々
な
見
解
は
彼
ら
の
「
性
格
」
を
通
じ
て
の
み
、
い
わ
ば
濾
過
さ
れ
共
約
可
能
な
見
解
と
な
る
。
国
制
の
「
規
範
」
と

し
て
の
こ
の
よ
う
な
性
格
が
、
議
会
で
果
た
す
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
次
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
。

そ
こ
﹇
議
会
﹈
に
お
け
る
、
中
立
的
で
受
動
的
な
性
格
を
持
つ
大
き
な
一
団
の
存
在
は
有
益
で
あ
る
。
そ
う
し
た
性
格
の
持
ち
主
は
、
実

際
、
い
ろ
い
ろ
と
提
起
す
る
の
で
は
な
く
、
重
要
な
提
案
が
求
め
ら
れ
て
い
る
﹇
仕
事
に
追
わ
れ
﹈
多
忙
な
階
級
の
中
に
あ
る
相
違
点
を

調
停
し
仲
裁
す
る
。
自
ら
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
行
う
提
案
に
は
、
そ
れ
固
有
の
価
値
が
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
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ど
の
人
々
の
知
識
に
は
偏
見
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
立
す
る
利
害
関
係
の
中
で
、
自
ら
の
利
益
を
求
め
て
行
わ
れ
る
闘
争

に
お
い
て
、
正
し
い
決
定
に
到
達
す
る
最
高
の
機
会
は
、
余
暇
と
大
き
な
財
産
と
を
持
ち
温
和
な
性
格
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
他
の
す
べ

て
の
階
級
の
人
々
よ
り
も
よ
り
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
公
平
な
高
い
教
養
を
備
え
た
人
々
の
最
大
多
数
が
よ
し
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る51

）
。

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
見
解
の
表
出
が
、
各
見
解
を
支
持
す
る
政
党
同
士
の
暴
力
的
な
対
立
へ
と
発
展
す
る
こ
と
な
く
、
共
存
可
能
な
状
態

を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
特
定
の
政
党
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
多
く
の
議
員
が
「
中
庸
」
の
「
性
格
」
を
有
す
る
か
ら
で
あ
っ
た52

）
。

（
三
）
内
閣
と
多
様
性

最
後
に
、
多
様
な
政
治
的
見
解
が
収
斂
す
る
機
関
と
し
て
の
内
閣
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
は
、
国

制
に
お
け
る
内
閣
の
役
割
に
早
く
か
ら
注
目
し
た
議
論
と
し
て
知
ら
れ
る
。
同
書
で
彼
は
、「
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
隠
れ
た
本
質
」と
し
て
行
政

府
と
立
法
府
の
「
融
合
（fu

sio
n

）」
に
つ
い
て
指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
「
ハ﹅
イ﹅
フ﹅
ン﹅
」
あ
る
い
は
「
バ﹅
ッ﹅
ク﹅
ル﹅
」
と
し
て
の
「
内
閣
」
を

分
析
し
て
い
る53

）
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
両
者
の
分
立
は
事
実
に
反
す
る
と
い
う
認
識
は
、
す
で
に
当
時
に
お
い
て
か
な
り
広
範
に
共
有
さ
れ
て

い
た
。
た
と
え
ば
、
ウ
ィ
ッ
グ
の
大
物
政
治
家
Ｈ
・
Ｇ
・
グ
レ
イ
（
一
八
〇
二
｜
九
四
年
）
も
両
者
の
「
実
質
的
な
結
合
」
に
つ
い
て
明
言

し
て
お
り
、
ラ
ッ
セ
ル
も
同
様
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
「
組
織
的
影
響
」
関
係
を
指
摘
し
て
い
る54

）
。

融
合
」と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
、
三
権
分
立
論
や
混
合
政
体
論
を
否
定
し
て
新
た
な
国
制
像
を
提
示
し
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
の
新
奇

性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
が
ち
だ
が
、
本
稿
で
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
か
ら
「
融
合
」
や
「
結
合
」
と
い
う
表
現
に
潜
む
両
者
の
関
係
の
理

解
を
明
ら
か
に
す
る
。
立
法
と
行
政
の
「
融
合
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
特
質
が
、
他
方
に
も
浸
透
し
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
立
法
府
に
よ
っ
て
首
相
が
選
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
が
描
い
た
よ
う
な「
多

様
な
」、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
言
葉
を
使
え
ば
「
雑
多
な
」
議
員
よ
り
構
成
さ
れ
る
庶
民
院
か
ら
、
一
つ
の
大
ま
か
な
政
権
運
営
方
針
に
基
づ
い
た

ゆ
る
や
か
な
統
一
性
が
確
保
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
両
者
の
関
係
を
よ
り
正
確
に
捉
え
る
な
ら
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
も
「
文
明
時
代
の
本
質
は
、
行
政
部
が
立
法
部
の
援
助
を
絶
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え
ず
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
議
会
の
特
質
が
内
閣
に
よ
り
強
く
浸
透
し
て
い
た
と
言
え
る55

）
。
こ
の
「
援

助
」
と
は
、「
教
育
、
刑
務
所
制
度
、
技
術
、
学
問
、
そ
の
他
国
民
生
活
上
の
百
般
の
偶
発
事
」
に
対
処
す
る
た
め
の
予
算
を
中
心
と
し
た
法

案
に
対
す
る
援
助
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
権
の
円
滑
な
運
営
に
は
、
庶
民
院
の
承
認
や
協
力
が
不
可
欠
だ
と
い
う
の
が
、「
融
合
」論
に
潜

む
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
国
制
理
解
の
要
点
な
の
で
あ
る
。
援
助
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
内
閣
が
、
全
体
の
議
論
状
況
や
動
向
を
注
視
せ
ざ
る

を
え
な
い
庶
民
院
に
つ
い
て
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

よ﹅
き﹅
議
会
は
、
優
れ
た
選
出
母
体
で
も
あ
る
。
議
会
が
、
国
の
た
め
に
法
を
作
る
の
に
適
し
て
い
る
な
ら
、
そ
の
多
数
派
は
、
そ
の
国
の

一
般
的
な
平
均
的
知
性
を
代
表
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
多
様
な
議
員
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
に
見
ら
れ
る
独
自
の
利
益
、
独

自
の
見
解
、
独
自
の
偏
見
を
、
多
様
に
代
表
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
議
会
に
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
分
派
の
主
唱
者
と
、
そ
う

し
た
分
派
に
属
さ
な
い
幅
広
い
中
立
的
な
団
体
と
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
後
者
は
、
同
質
的
で
分
別
が
あ
り
、
国
民
そ
の
も
の

に
似
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
団
体
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
想
像
し
う
る
か
ぎ
り
の
、
行
政
府
の
最
良
の
選
出
母
体
で
あ
る56

）
。

こ
の
よ
う
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
考
え
る
「
よ
き
議
会
」
は
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
と
同
様
、
多
様
な
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
彼

ら
が
期
待
を
寄
せ
る
「
中
立
的
な
」
議
員
た
ち
は
、
中
立
の
立
場
か
ら
庶
民
院
全
体
の
議
論
を
偏
る
こ
と
な
く
と
り
ま
と
め
て
い
く
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
内
閣
が
説
得
し
助
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
庶
民
院
と
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、「
融
合
」
や
「
結

合
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
内
閣
は
、
多
様
性
を
原
則
と
す
る
議
会
の
構
成
を
最
大
限
に
尊
重
し
な
が
ら
、
行
政
府
と
立
法
府
の
「
融
合
」

体
を
と
り
ま
と
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
政
権
運
営
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
基
本
的
な
理
解
を
看
取
で
き
る
。

で
は
、「
国
民
そ
の
も
の
に
似
て
い
る
」「
中
立
的
な
団
体
」
に
よ
る
「
と
り
ま
と
め
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
先

の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
中
立
の
」
性
格
を
持
つ
議
員
た
ち
に
よ
る
「
正
し
い
決
定
」
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ッ
グ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
。

次
節
で
は
、
多
様
性
と
政
治
的
決
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
決
定
手
法
と
し
て
ウ
ィ
ッ
グ
に
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た「
妥
協
」

に
焦
点
を
当
て
、
妥
協
を
通
じ
た
国
制
の
あ
る
べ
き
運
営
方
法
を
考
察
す
る
。
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第
三
節

妥
協
の
国
制

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ッ
グ
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
に
は
、
内
閣
か
ら
議
会
、
政
党
、
さ
ら
に
各
地
域
の
選
挙
区

に
至
る
ま
で
、
政
治
主
体
の

多
様
性
」確
保
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
た
。
多
様
性
を
前
提
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
╱
社
会
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
有
す
る
「
統
一
性
」
に
つ
い
て
、
バ
ー
ク
は
、『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
で
「
政
府
こ
そ
、
我
々
の
代
表
制
度
に
お
け
る
諸
部
分

と
諸
地
域
そ
れ
ぞ
れ
が
皆
指
向
す
る
引
照
点
」
で
あ
り
、「
我
々
の
統
一
の
中
心
」
だ
と
論
じ
て
い
る57

）
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
多
様
な
政

治
的
要
素
が
指
向
す
る
統
一
的
な
中
心
に
つ
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
多
様
な
政
治
的
見
解
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
正
し
い
決
定
」
に
つ
い
て
、

本
節
で
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
が
政
治
的
決
定
の
要
諦
と
見
な
し
た
「
妥
協
」
に
焦
点
を
当
て
検
討
す
る
。

こ
の
問
題
の
解
明
に
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
の
対
照
が
有
効
で
あ
る
。
多
様
性
の
政
治
的
╱
社
会
的
価
値
の
重
要
性
を
説
い
た
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ

ル
は
、『
自
由
論
』（
一
八
五
九
年
）
に
お
い
て
、
討
論
の
効
用
を
「
人
間
理
性
」
の
最
大
限
の
駆
使
に
よ
る
「
よ
り
優
れ
た
真
理
」
へ
の
到

達
だ
と
主
張
し
た
。
愛
弟
子
と
さ
れ
る
Ｊ
・
モ
ー
リ
ー
（
一
八
三
八
｜
一
九
二
三
年
）
も
ま
た
『
妥
協
論
』（
一
八
七
四
年
）
に
お
い
て
、「
真

理
は
時
間
の
娘
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
「
到
達
点
（g

o
a
l

）」
と
な
る
の
だ
か
ら
、「
真
理
を
ね
じ
曲
げ
る
（co

m
p
ro
m
isin

g tru
th

）」

よ
う
な
「
妥
協
」
は
「
悪
徳
」
だ
と
批
判
し
、
妥
協
が
、「
ふ
る
ま
い
や
性
格
の
深
部
に
根
を
は
っ
て
い
る
」
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
状
況
を
深
く

憂
慮
し
た
。
モ
ー
リ
ー
は
、
多
様
な
意
見
は
理
性
的
討
論
を
通
じ
て
直
線
的
に
真
理
へ
向
け
て
収
斂
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
立
場
か

ら
、
そ
う
し
た
理
性
の
行
使
の
努
力
を
放
棄
す
る
「
妥
協
」
を
知
的
、
政
治
的
な
怠
惰
だ
と
非
難
し
た
の
で
あ
る58

）
。

他
方
、「
妥
協
」
を
通
じ
た
ウ
ィ
ッ
グ
の
「
正
し
い
決
定
」
観
は
、
未
発
見
の
真
理
へ
の
到
達
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ッ
グ

に
と
っ
て
の
決
定
と
は
「
妥
協
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
見
解
の
多
様
性
を
最
大
限
尊
重
し
な
が
ら
、
よ
り
多
く
の
人
々
の
共
通
性
を

探
り
出
し
承
認
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
す
、
い
わ
ば
空
間
的
な
営
為
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ル
イ
ス
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
自
由
な
統
治
は
、
妥
協
の
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
い
る
。
専
制
的
統
治
の
本
質
と
は
、
妥
協
に
耳
を
傾
け
ず
、
君
主
の
意
志
の

他
に
何
ら
規
範
を
知
ら
な
い
よ
う
な
統
治
で
あ
る
。
…
…
承
認
済
み
の
平
等
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
代
表
制
シ
ス
テ
ム
は
、
と
り
わ
け
、
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妥
協
の
下
に
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
妥
協
と
は
、
諸
原
理
間
の
妥
協
で
あ
り
、
数
、
財
産
、
知
性
お
よ
び
地
域
性
が
そ
れ
ら
の
原
理

の
う
ち
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
賢
明
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
代
表
制
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
各
々
に
場
所

が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
狂
信
的
で
絶
対
的
な
考
え
に
基
づ
い
た
政
治
家
で
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
原
理
に
の
み
基
づ
い
た
代
表

制
度
を
う
ち
立
て
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
財
産
あ
る
い
は
知
性
に
の
み
注
目
す
る
貴
族
制
論
者
や
数
に
の
み
注
目
す
る
民
主
制
論
者

は
、
非
実
用
的
な
基
準
に
同
程
度
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る59

）
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ッ
グ
は
政
治
的
妥
協
を
重
視
し
た
。
た
だ
し
、
多
く
の
論
者
が
そ
の
政
治
的
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
妥
協

の
意
味
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
以
外
に
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
こ
こ
で

は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
妥
協
観
を
中
心
に
、
数
名
の
ウ
ィ
ッ
グ
の
妥
協
に
関
す
る
言
説
も
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
意
味
内
容
を
考
察
し
た
い
。

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
政
治
は
不
易
の
倫
理
学
の
応
用
に
す
ぎ
な
い
」と
見
な
す
政
治
観
は
誤
り
で
あ
る
と
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

バ
ー
ク
は
、
次
の
よ
う
に
世
界
に
向
か
っ
て
は
じ
め
て
説
き
ま
し
た
。
政
治
は
時
間
と
空
間
と
か
ら
で
き
て
い
る
｜
｜
諸
制
度
は
変
わ
り

や
す
い
世
界
の
状
況
の
移
り
変
わ
り
に
急
か
さ
れ
、
ま
た
適
合
さ
せ
ら
れ
る
移
り
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
｜
｜
事
実
、
政
治
は
ビ
ジ
ネ
ス

の
単
な
る
一
分
野
に﹅
す﹅
ぎ﹅
な﹅
い﹅
｜
｜
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
明
ら
か
な
緊
急
要
請
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

｜
｜
分
か
り
や

す
い
英
語
で
言
え
ば
、
感
覚
と
状
況
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
バ
ー
ク
が
説
い
た
内
容
で
す60

）
。

こ
の
よ
う
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
政
治
と
は
、
普
遍
的
な
原
理
を
有
す
る

不
易
」
の
営
為
で
は
な
く
、

時
間
」
や
「
空
間
」
あ
る
い

は
「
環
境
」
に
応
じ
た
可
変
的
な
営
為
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
政
治
」
は
無
原
則
な
そ
の
場
し
の
ぎ
で
は
な
い
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
優
れ
た
政
治
的
行
為
と
は
、
環
境
に
適
切

に
対
処
す
る
「
感
覚
（sen

se

）」
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
彼
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
に
こ
の

感
覚
」
を
見
い
だ
し
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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彼
ら
の
卓
越
性
は
、
…
…
い
く
つ
か
の
も
の
あ
る
い
は
多
く
の
も
の
を
一
度
に
享
受
し
、
適
切
に
調
整
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

我
々
が
判
断
力
あ
る
い
は
感
覚
と
呼
ぶ
精
神
的
諸
機
能
の
一
定
の
均
衡
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
均
衡
は
、
な
さ
れ
る
べ
き
事
柄
に
諸
能
力

を
落
ち
着
い
て
向
け
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
一
様
な
平
静
さ
、
忍
耐
強
く
持
続
的
な
用
心
深
さ
な
く
し
て
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い61

）
。

複
数
の
事
項
を
受
容
し
と
り
ま
と
め
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
さ
ら
に
、
名
誉
革
命
の
指
導
層
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、「
彼

ら
は
、
実
利
的
か
つ
思
慮
深
い
人
々
で
、
政
治
と
は
一
種
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
質
は
妥
協
す
な
わ
ち

実
践
的
譲
歩
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
と
も
論
じ
て
い
る62

）
。
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
、

妥
協
」と
は
、
外
部
環
境
を
適
切
に
把
捉
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
「
感
覚
」
に
基
づ
く
行
為
だ
と
解
釈
で
き
る
。

外
部
環
境
は
時
代
や
場
所
に
よ
り
相
対
的
な
も
の
だ
が
、「
感
覚
」に
基
づ
け
ば
こ
そ
把
捉
可
能
な
事
象
が
あ
る
、
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え

る
。
そ
れ
は
、
各
時
代
に
お
け
る
「
共
通
の
（co
m
m
o
n

）」
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
自
由
な
統
治
の
条
件
は
、
目
の
前
に
い
る

人
々
を
説
得
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
平
凡
な
人
間
（co

m
m
o
n m

en

）」
だ
か
ら
で
あ
る63

）
。

わ
が
国
は
い
つ
の
時
代
で
も
、
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
凡
人
の
代
表
者
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
。
バ
ー
リ
ー
卿
の

時
代
か
ら
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
卿
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
も
っ
と
も
長
期
に
わ
た
り
、
し
か
も
も
っ
と
も
容
易
に
支
配
し
て
き
た
の
は
、
平

凡
人
で
あ
る
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
っ
た
｜
｜
彼
ら
は
乗
合
馬
車
に
乗
っ
て
い
る
連
中
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き

ず
｜
｜
情
熱
的
な
天
才
の
高
遠
な
考
え
や
刺
激
的
な
熱
情
が
頭
の
中
に
な
い
｜
｜
ま
た
、
彼
ら
は
共
通
の
問
題
に
明
る
く
、
国
民
が
今
知

り
た
い
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
皆
の
（co

m
m
o
n
a
lty

）
考
え
を
正
確
に
法
案
に
す
る
こ
と
が
で
き
る64

）
。

同
様
の
見
地
か
ら
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
も
「
巨
大
な
国
家
に
お
い
て
は
、
全
階
級
に
共
通
の
公
的
な
利
益
で
す
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
﹇
の
利
益
﹈

の
偉
大
な
る
多
様
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
彼
は
、
各
階
級
の
分
裂
を
決
定
的
に
す
る
普
通
選
挙
制

に
よ
り
「
妥
協
が
不
可
能
に
な
る
」
こ
と
を
憂
慮
し
、
多
様
な
利
益
を
と
り
ま
と
め
る
代
表
者
た
ち
に
「
共
通
利
益
の
感
覚
」
の
保
持
を
要
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請
し
て
い
る65

）
。
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
は
、
複
数
性
の
世
界
に
お
け
る
活
動
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
構
成
員
に
「
共
通
」
の
事
柄
を
見
抜

き
、
そ
れ
を
構
成
員
に
訴
え
る
こ
と
が
必
須
の
作
業
と
な
り
、
訴
え
か
け
る
側
も
ま
た
、
構
成
員
と
「
共
通
の
場
所
（co

m
m
o
n
p
la
ce

）」
に

立
つ
た
め
の
「
平
凡
さ
」
の
保
持
が
不
可
欠
と
な
る
、
と
い
う
理
解
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る66

）
。

こ
の
よ
う
な
「
感
覚
」
を
共
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
既
存
の
政
治
支
配
層
の
安
定
的
な
政
治
指
導
が
可
能
に
な
る
と
ウ
ィ
ッ
グ
は
考
え
る
。

別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、「
統
治
（g

o
v
ern

in
g

）」
と
「
投
票
（electin

g

）」
は
「
別
物
」
で

あ
る
た
め
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
有
権
者
層
を
中
心
と
し
た
被
治
者
に
要
請
さ
れ
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
に
は
別
の
資
質
が
必
要
だ

と
い
う
認
識
が
、
政
治
家
や
知
識
人
に
共
有
さ
れ
て
い
た67

）
。
ウ
ィ
ッ
グ
の
知
識
人
た
ち
は
、
支
配
層
と
被
治
者
層
の
、
そ
の
よ
う
な
截
然
と

し
た
区
別
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
配
者
層
の
一
方
的
な
指
導
を
受
容
し
つ
づ
け
る
た
め
の
「
信
従
心
」
を
被
治
者
層
か
ら
引
き
出
す
必
要
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
政
治
家
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
被
治
者
と
「
共
通
の
感
覚
」
を
保
持
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ジ
ョ
ッ
ト
『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
次
の
主
張
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
平
凡
さ
」
あ
る
い
は
「
共
通
性
」
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
、

政
治
家
は
環
境
を
正
確
に
読
み
取
り
、
適
切
な
対
処
法
を
発
見
で
き
る
。

彼
ら
﹇
イ
ギ
リ
ス
の
党
派
人
﹈
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
で
あ
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
り
、
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
で
も
あ
る
。
彼
ら
は
、

普
通
の
（co

m
m
o
n

）
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
神
父
が
不
平
を
漏
ら
し
て
い
た
よ
う
に
、「
教
義
の
信
奉
者
に
ま
で
持
っ
て

い
く
の
に
骨
が
折
れ
る
」
人
び
と
で
あ
る
。
党
の
信
条
に
執
着
す
る
あ
ま
り
、
実
現
不
可
能
な
結
論
に
到
達
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

反
対
に
、
彼
ら
を
導
く
方
法
｜
｜
最
善
か
つ
周
知
の
方
法
｜
｜
は
、
考
え
抜
か
れ
た
非
論
理
的
な
中
庸
を
採
る
こ
と
で
あ
る68

）
。

こ
の
よ
う
に
、

妥
協
」と
し
て
の
政
治
と
は
、

共
通
性
」と
い
う
空
間
的
な
広
が
り
が
持
つ
全
体
状
況
を
適
切
に
察
知
し
、
そ
の
上
で
、
共

通
の
場
の
上
に
あ
る
多
様
な
構
成
要
素
か
ら
、
そ
れ
ら
多
様
な
要
素
が
共
有
可
能
な
エ
ッ
セ
ン
ス
を
「
適
切
な
調
整
」
を
通
じ
て
抽
出
し
、

そ
れ
を
全
体
に
告
げ
説
得
す
る
能
力
と
い
う
意
味
で
の
「
感
覚
」
に
基
づ
く
営
為
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
に
す
る
の
は
、
推
論
を
通
じ
た
真

理
へ
の
到
達
、
と
い
う
直
線
的
な
知
的
活
動
で
は
な
く
、
共
有
可
能
性
を
探
り
出
し
、
共
有
範
囲
を
広
め
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
空
間
的
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方
向
性
を
有
す
る
合
意
形
成
の
活
動
だ
と
言
え
る69

）
。

さ
ら
に
、
妥
協
を
通
じ
て
め
ざ
さ
れ
る
共
通
性
は
、
空
間
に
の
み
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
的
広
が
り
を
も
ま
た
有
す
る
。
ま
ず

は
過
去
へ
の
広
が
り
で
あ
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
多
く
の
人
々
に
理
解
さ
れ
、
彼
ら
を
説
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
共
通
の
場
所
に
立
つ

に
は
、「
習
慣
」
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
か
ら
「
平
凡
な
」
政
治
家
の
育
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

通
常
の
政
務
が
、
通
常
の
政
治
家
を
作
り
上
げ
る
｜
｜
単
調
な
習
慣
、
ま
っ
と
う
な
考
え
、
共
通
の
目
的
が
、
こ
の
よ
う
な
政
治
家
に
顕

著
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。
…
…
「
他
人
の
よ
う
に
あ
り
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
他
人
か
ら
抜
き
ん
で
る
で
し
ょ
う
｜
｜
普﹅
通﹅
で
あ
り
な

さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
大
人
物
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
」。
こ
れ
が
格
言
な
の
で
あ
る70

）
。

さ
ら
に
、
こ
の
習
慣
と
し
て
の
共
通
性
の
獲
得
は
、
複
数
性
の
調
整
行
為
で
あ
る
「
経
営
者
」
に
も
必
要
と
さ
れ
る
。

彼
﹇
若
き
経
営
者
﹈
は
、
自
ら
が
経
営
に
携
わ
る
前
か
ら
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
人
が
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の

よ
う
に
し
て
彼
は
経
験
を
重
ね
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
経
験
に
は
よ
り
自
主
的
な
も
の
、
よ
り
独
創
的
な
も
の
が
欠
如
し
て
い
る71

）
。

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
習
慣
は
、
第
一
に
、
長
い
年
月
を
か
け
て
形
成
さ
れ
た
既
存
の
習
慣
の
受
容
、
第
二
に
、
そ
の

習
慣
を
繰
り
返
し
模
倣
す
る
こ
と
を
通
じ
て
個
々
人
の
心
身
に
培
わ
れ
る
習
慣
の
感
覚
化
と
い
う
二
つ
の
段
階
を
経
て
獲
得
さ
れ
る
。

共
通
性
を
捉
え
る
「
感
覚
」
が
、
妥
協
を
行
う
た
め
に
要
請
さ
れ
る
心
身
の
能
力
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
共
通
な
」
性
質
の
内
部
は
、

多
様
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
共
通
性
を
受
容
し
な
が
ら
生
き
る
「
平

凡
な
」
多
く
の
民
衆
は
、
多
様
性
の
存
在
を
許
容
す
る
「
合
憲
性
」
を
有
す
る
人
々
と
重
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
共
通
性
を
共
有
し
な

が
ら
も
、
共
通
の
場
所
か
ら
自
覚
的
に
距
離
を
と
る
こ
と
で
把
捉
が
可
能
に
な
る
多
様
な
要
素
を
客
観
的
な
立
場
か
ら
調
整
す
る
「
妥
協
」

の
「
感
覚
」
は
、
歴
史
的
形
成
物
と
し
て
の
「
中
庸
」
の
「
性
格
」
の
持
ち
主
が
有
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。「
中
庸
」
は
、
既
定
の
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「
状
況
」
を
前
提
に
、
多
様
な
政
治
的
要
素
を
、
そ
の
ど
れ
を
も
排
除
す
る
こ
と
な
く
逐
一
吟
味
し
、
全
体
の
中
で
進
む
べ
き
方
向
を
適
切

に
見
定
め
る
態
度
を
生
む
。
そ
の
「
性
格
」
が
、
具
体
的
な
外
的
「
状
況
」
に
直
面
す
る
際
に
、
そ
の
状
況
へ
の
対
応
に
お
い
て
発
揮
さ
れ

る
心
身
の
機
能
が
「
感
覚
」
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
多
様
な
構
成
要
素
を
有
す
る
「
地
域
社
会
」
の
中
で
培
わ
れ
た
「
共
通
性
」

を
具
え
る
歴
史
的
な
「
感
覚
」
に
基
づ
く
か
ら
こ
そ
、「
中
庸
」
の
方
策
を
適
切
に
選
び
と
る
「
妥
協
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
共
通
性
」
の
未
来
方
向
へ
の
広
が
り
で
あ
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
政
治
に
つ
い
て
、「
経
営
」
や
「
管
理
運
営
」
と
い
う
視
点
か
ら

論
じ
る
こ
と
が
多
い
。
妥
協
と
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
れ
ら
を
、
彼
は
「
現
在
の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
将
来
の
行
為

に
つ
い
て
先
を
見
越
し
て
調
整
す
る
こ
と
に
関
す
る
事
柄
」
だ
と
説
明
す
る72

）
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
問
題
の
処
理
と
未
来
の
問

題
と
は
、
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る73

）
。
そ
の
た
め
、
未
来
を
射
程
に
収
め
た
政
治
的
思
考
や
政
治
的
行
為
は
、
現
況
を
徹
底
的
に
考
え
抜
く

こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
に
と
っ
て
「
管
理
運
営
」
と
は
、
現
在
と
密
接
不
可
分
な
未
来
と
を
、
同
時
に
考
察
す
る
こ

と
に
基
づ
く
政
治
的
営
為
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
管
理
運
営
」
あ
る
い
は
「
妥
協
」
と
い
う
調
整
行
為
に
お
い
て
は
、
未
来
は
現
在

に
折
り
込
み
済
み
の
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

未
来
を
も
政
治
的
判
断
の
素
材
に
折
り
込
む
こ
の
調
整
行
為
は
、
妥
協
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
独
創
的
な
も
の
で
は
な
い
。

偉
大
な
管
理
運
営
者
は
包
括
的
視
程
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
…
…
彼
は
な
ん
ら
か
の
考
え
、
つ
ま

り
、
彼
が
進
も
う
と
す
る
方
向
や
、
彼
が
め
ざ
し
て
い
る
目
的
に
関
す
る
、
漠
然
と
し
た
あ
る
い
は
明
確
な
…
…
考
え
を
持
た
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
プ
ラ
ン
は
彼
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
彼
の
頭
の
中
か
ら
湧
き
い
で
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
彼
の
精
神
的

内
容
の
帰
結
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
め
っ
た
に
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
誰
か
別
の
人
の
プ
ラ
ン
な
の
で
あ
る74

）
。

こ
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
妥
協
を
、
政
治
的
決
定
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
決
断
」
そ
れ
自
体
を
終
局
的
な
目
的
と
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
軸
に
お
い
て
妥
協
が
重
視
す
る
の
は
、
決
定
を
通
じ
て
、
あ
る
政
治
的
問
題
に
最

終
的
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
く
、判
断
材
料
と
な
る
多
様
な
構
成
要
素
を
包
含
す
る
共
通
の
地
盤
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
国
制
の
持
続
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
『
国
制
擁
護
論
』
に
明
確
な
指
摘
が
あ
る
。

公
共
の
利
益
や
十
分
に
理
解
さ
れ
た
各
自
の
利
益
に
対
す
る
尊
重
が
、対
立
す
る
様
々
な
要
求
に
対
し
て
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
妥
協（ev

er
 

ren
ew
ed
 
co
m
p
ro
m
ise

）
に
よ
っ
て
、
こ
の
﹇
国
制
の
機
能
不
全
と
無
秩
序
の
﹈
差
し
迫
っ
た
危
険
を
回
避
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
﹇
共
通

利
益
を
構
成
す
る
諸
利
益
﹈
に
は
、
互
い
に
対
立
す
る
利
益
や
意
見
、
感
情
に
お
け
る
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
は
互

い
を
結
合
す
る
共
通
利
益
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
利
益
集
団
は
、
国
制
に
反
す
る
要
求
を
行
っ
た
場
合
、
公
衆
が
そ
れ
を
支
持
し
な
い
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
共
通
の
利
益
に
動
か
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
抱
き
な
が
ら
、
彼
ら
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
彼

ら
を
分
裂
さ
せ
る
差
異
を
含
み
な
が
ら
も
、
ど
う
に
か
一
致
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る75

）
。

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
妥
協
と
は
、
絶
え
ざ
る
更
新
に
よ
っ
て
、
多
様
な
要
素
か
ら
な
る
国
制
の
維
持
を
目
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
各
要
素
は
、
妥
協
の
後
も
、
も
ち
ろ
ん
新
た
な
全
体
と
の
関
係
の
中
で
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
共
通
の
地
盤
の
構
成

要
素
と
し
て
存
在
し
続
け
る
。
こ
の
よ
う
に
妥
協
と
は
、
多
様
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
全
体
を
、
そ
の
構
成
要
素
の
存
続
を
認
め
な
が
ら
、

継
続
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
い
う
意
味
で
、
決
断
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
継
続
に
重
点
を
置
い
た
政
治
手
法
な
の
で
あ
る76

）
。

加
え
て
妥
協
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
状
況
と
の
関
わ
り
あ
い
の
中
で
「
中
庸
を
採
っ
」
て
い
く
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

状
況
の
変
化
に
し
た
が
い
、
採
用
さ
れ
る
結
論
も
逐
次
、
修
正
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
妥
協
は
、
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
確
実
に
結
果
が

も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
体
系
的
方
法
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

大
抵
の
実
業
家
は
、
一
種
の
曖
昧
さ
を
愛
し
て
い
る
。
…
…
彼
ら
は
、
論
理
的
な
根
拠
を
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
交
渉
ご
と
に
よ
っ
て
金

持
ち
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
彼
ら
が
求
め
る
の
は
、
中
庸
で
あ
る
が
、
明
確
な
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
問
わ
れ
れ
ば
繰
り
返
し
答
え
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
抽
象
的
な
論
理
で
は
な﹅
い﹅
と
彼
ら
は
感
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
実
生
活
の
中
に
薄
め
ら
れ
溶
け
き
っ
て

い
る
抽
象
的
な
論
理
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
あ
る
若
者
が
、
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
「
ピ
ー
ル
の
議
論
に
は
芯
が
な
い
よ
う
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だ
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
、
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
が
当
代
随
一
の
庶
民
院
指
導
者
に
な
っ
た
理
由
が
あ
る
。
我
々
は
、
理
論

か
ら
厳
密
さ
を
抜
き
取
り
な
が
ら
も
、
そ
の
本
質
は
残
し
て
お
く
こ
と
が
好
き
な
の
で
あ
る77

）
。

す
な
わ
ち
妥
協
と
は
、
多
様
性
を
内
包
す
る
、
守
る
べ
き
「
本
質
」
と
し
て
の
国
制
を
、
時
と
場
所
と
に
応
じ
て
維
持
す
る
こ
と
を
め
ざ
し

た
、
決
定
に
先
立
つ
行
為
者
の
「
構
え
」
と
言
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

同
様
の
見
地
か
ら
、
Ｈ
・
メ
イ
ン
（
一
八
二
二
｜
八
八
年
）
は
、「
妥
協
に
基
礎
を
お
く
よ
り
調
和
の
と
れ
た
政
治
制
度
」
を
擁
護
す
る
議

論
を
展
開
す
る
中
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
が
目
標
に
掲
げ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の「
破
壊
的
」性
格
を
批
判
し
て
い
る78

）
。
す
な
わ
ち
メ
イ
ン
は
、「
ア
・

プ
リ
オ
リ
」
な
原
理
に
基
礎
を
置
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
政
治
観
の
現
実
政
治
へ
の
適
用
が
、「
非
妥
協
的
」
党
派
対
立
を
生
み
、「
ニ
ト
ロ
グ
リ

セ
リ
ン
」
と
「
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
」
の
爆
発
と
い
う
政
治
的
対
話
の
継
続
の
暴
力
的
否
定
に
つ
な
が
る
と
論
じ
た79

）
。

こ
の
よ
う
に
、
妥
協
と
は
、
国
制
の
維
持
を
目
的
に
行
わ
れ
る
政
治
的
決
定
法
で
あ
っ
て
、
あ
る
政
治
的
問
題
の
最﹅
終﹅
的﹅
な﹅
解
決
を
も
た

ら
す
た
め
の
決
断
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
国
制
の
維
持
に
は
、
政
治
的
多
様
性
が
不
可
欠
だ
と
す
る
ウ
ィ
ッ
グ
の
議
論
を
加
味
す
る
な
ら
、

国
制
と
は
、

自
由
な
統
治
」
す
な
わ
ち
、
多
様
性
を
保
証
し
つ
つ
同
時
に
秩
序
を
も
た
ら
す
こ
と
に
そ
の
存
在
意
義
が
あ
り
、
妥
協
と
は
、

こ
れ
ら
を
実
現
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
多
様
性
の
保
証
を
め
ざ
し
た
政
治
的
決
定
方
法
だ
と
い
う
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
に
お
け
る
唯

一
の
決
定
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
妥
協
に
は
、
最
終
的
な
解
決
の
地
点
や
時
点
は
存
在
し
な
い
。
妥
協
を
行
う
者
は
、
多

様
な
要
素
と
常
に
交
渉
し
、
と
り
ま
と
め
よ
う
と
は
す
る
が
、
結
論
に
到
達
す
る
や
い
な
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
評
価
を
下
す
各
政
治

勢
力
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
れ
は
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
妥
協
を
政
治
的
決
定
の
要
諦
と
み
な
す
ウ
ィ
ッ
グ
に
と
っ
て
、

国
制
と
は
、「
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
妥
協
」
に
よ
っ
て
、
多
様
性
の
容
認
と
い
う

共
通
の
」「
感
覚
」
を
基
盤
に
し
な
が
ら
も
、
多
様
な
政
治

的
要
素
と
様
々
な
関
係
を
結
び
つ
つ
、
不
断
に
再
構
成
さ
れ
続
け
る
運
動
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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む
す
び
に
か
え
て
｜
｜
改
革
と
妥
協

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ッ
グ
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
維
持
の
た
め
に
は
、
政
治
的
多
様
性
を
容
認
す
る
有
権
者
層

の
歴
史
的
な
「
性
格
」
と
、
選
挙
制
度
や
政
党
な
ど
を
通
じ
た
多
様
性
の
制
度
的
保
障
が
不
可
欠
だ
と
考
え
た
。
そ
う
し
た
多
様
性
か
ら
「
統

治
」
が
生
成
す
る
に
は
、
妥
協
に
よ
る
政
治
指
導
者
た
ち
の
積
極
的
な
関
与
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
彼
ら
指
導
者
に
は
、
多
様
な
要
素
か

ら
構
成
さ
れ
る
国
民
に
内
在
す
る
「
共
通
性
」
を
見
抜
く
「
感
覚
」
の
保
持
が
要
請
さ
れ
る
。
ウ
ィ
ッ
グ
的
思
考
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
イ
ギ

リ
ス
議
会
政
治
の
希
有
な
成
功
は
、
政
治
家
や
有
権
者
な
ど
様
々
な
政
治
的
立
場
の
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
い
運
営
し
て
き
た「
自

由
な
統
治
」
の
歴
史
の
中
で
次
第
に
培
わ
れ
た
「
性
格
」
の
現
実
的
な
現
れ
で
あ
る
「
感
覚
」
の
政
治
的
実
践
が
も
た
ら
し
た
賜
物
な
の
で

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
制
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
感
覚
」
を
共
有
す
る
政
治
的
市
民
の
政
治
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
、
制
度
や
慣
習
の
形
で
具
象

化
さ
れ
た
も
の
の
総
体
で
あ
る
。「
一
九
世
紀
ウ
ィ
ッ
グ
」は
、
こ
の
よ
う
に
、
大
革
命
以
後
、
成
文
憲
法
を
成
立
さ
せ
な
が
ら
も
、
混
迷
の

度
を
深
め
て
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状
況
を
観
察
す
る
中
で
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
国
民
像
を
彫
琢
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
う
し
た
国

民
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
「
自
由
な
統
治
」
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
観
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
「
感
覚
」
と
「
国
制
」
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
改
革
が
必
要
と
な
る
。
本
稿
の
最
後
に
、
ウ
ィ
ッ
グ
が
「
イ
ギ

リ
ス
的
な
」
も
の
と
見
な
し
た
、
制
度
と
人
間
と
の
特
殊
な
関
係
を
よ
り
明
瞭
に
理
解
し
て
、
彼
ら
の
国
制
観
を
よ
り
精
緻
に
描
き
出
す
た

め
に
、
ウ
ィ
ッ
グ
の
妥
協
論
を
、
政
治
家
に
よ
る
共
通
性
の
把
捉
に
留
意
し
つ
つ
、
改
革
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
判
断
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
妥
協
に
よ
っ
て
ウ
ィ
ッ
グ
が
め
ざ
す
の
は
、
単
な
る
現
状
維
持
で
は
な
い
。

従
前
の
受
益
者
集
団
の
外
か
ら
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
、
す
で
に
行
わ
れ
た
妥
協
の
基
盤
で
あ
る
「
共
通
性
」
が
揺
ら
い

で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
異
議
に
対
応
し
な
い
調
整
行
為
、
す
な
わ
ち
、
既
存
の
受
益
者
内
部
だ
け
で
行
わ
れ
る
調

整
行
為
は
、
単
な
る
現
状
維
持
に
他
な
ら
ず
、
ウ
ィ
ッ
グ
的
な
意
味
に
お
け
る
妥
協
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
現
状
墨
守
の
態
度
に
対
す
る
批

判
的
見
地
は
、
た
と
え
ば
、「
急
進
主
義
を
促
進
す
る
保
守
主
義
に
は
二
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
は
最
も
唾
棄
す
べ
き
保
守
主
義
で
あ
り
、
他
人
の

不
幸
を
省
み
な
い
無
思
慮
な
享
受
の
保
守
主
義
と
、
そ
の
不
幸
が
理
解
さ
れ
た
と
き
に
生
ま
れ
る
恐
怖
の
保
守
主
義
と
が
そ
れ
ら
で
あ
る
」
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と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
保
守
主
義
評
に
看
取
で
き
る80

）
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
も
ま
た
、
第
一
節
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、「
近
年
の
正
統
主
義
者
」に

よ
る
旧
体
制
護
持
の
考
え
は
「
無
分
別
な
（sen

seless

）」
強
弁
だ
と
非
難
し
て
い
る81

）
。

他
方
、
共
通
性
と
は
乖
離
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
政
治
改
革
構
想
も
危
険
で
あ
る
。
ウ
ィ
ッ
グ
に
よ
れ
ば
、
民
衆
は
、
政
治
的
改
革
を
万
能

視
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
日
常
が
一
挙
に
改
善
さ
れ
、
さ
ら
に
は
政
治
╱
社
会
の
劇
的
な
改
良
が
可
能
だ
と
盲
信
す
る
が
、
こ
う
し
た
改
革
熱

は
、「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
な
単
一
原
理
か
ら
の
演
繹
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
「
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
」
上
の
「
空
想
画
」
の
描
出
に
よ
っ
て
、
政
治
／

社
会
は
無
限
の
改
善
が
可
能
だ
と
想
定
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
た
ち
の
危
険
な
妄
想
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
る82

）
。
し
か
し
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ

シ
ュ
も
論
じ
る
よ
う
に
、「
人
間
事
象
は
、
も
っ
と
も
ら
し
い
推
論
に
よ
っ
て
事
前
に
指
摘
さ
れ
た
あ
り
き
た
り
の
コ
ー
ス
に
進
む
こ
と
は
滅

多
に
な
い83

）
」。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
彼
は
「﹇
全
体
と
し
て
の
﹈
政
治
シ
ス
テ
ム
﹇
国
制
﹈
が
ど
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
日
常
の
感
覚
と
自
然
の
感
情
が
強
く
拒
否
す
る
よ
う
な
諸
制
度
の
運
用
は
、
大
き
な
不
幸
だ
」
と
論
じ
た84

）
。
抜
本
的
な
選
挙
法
の

改
正
を
ね
ら
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
改
革
構
想
は
、
共
通
の
基
盤
を
欠
く
机
上
の
空
論
と
し
て
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た85

）
。

こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
共
通
性
や
感
覚
の
制
度
的
表
現
が
イ
ギ
リ
ス
国
制
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
論
じ
る
よ
う

に
、
改
革
は
、
有
権
者
層
を
中
心
と
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
に
も
共
有
さ
れ
る
「
合
憲
性
」
と
い
う
「
感
情
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
多
様
な

要
素
か
ら
な
る
感
覚
が
具
体
化
さ
れ
た
国
制
を
引
照
点
に
据
え
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
方
法
を
通
じ
て
の
み
、
政
治
が

取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
の
多
様
で
あ
り
複
雑
な
様
相
に
寄
り
そ
っ
た
改
革
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
民
衆
は
、
こ
の
感
情
を
広
範
か
つ
強
力
に
有
し
て
い
た
た
め
、
政
治
制
度
を
修
正
す
る
長
き
に
わ
た
る
努
力
に
お
い
て
特
別

な
成
功
を
勝
ち
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
改
革
の
試
み
は
、
概
し
て
、
リ﹅
ベ﹅
ラ﹅
ル﹅
な﹅
保﹅
守﹅
主﹅
義﹅
の
精
神
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
国
制
の
本
質
に
対
す
る
確
た
る
執
着
と
結
び
つ
い
た
、
下
位
の
諸
制
度
と
国
制
と
の
迅
速
な
改
良
に
よ
っ
て
。
改
革
の

基
礎
と
な
る
明
確
な
国
制
を
所
持
し
、
国
制
の
す
べ
て
の
本
質
に
徹
底
的
に
固
執
し
て
き
た
た
め
に
、
民
衆
は
、
建
設
的
で
実
践
的
と
い

う
制
限
を
超
え
る
こ
と
な
く
、
ま
た
純
粋
に
思
弁
的
な
革
新
と
い
う
大
海
に
漂
う
こ
と
な
く
、
改
革
を
行
っ
て
き
た86

）
。
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改
革
と
は
こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
人
々
が
共
有
す
る
感
覚
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
る
国
制
を
出
発
点
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い87

）
。
そ
れ
ゆ
え
、

改
革
に
は
、
必
然
的
に
多
様
な
要
素
間
の
妥
協
が
採
用
さ
れ
る
。
同
様
の
見
地
か
ら
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
政
治
」の
本
質
を
次
の
よ
う
に
論
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
と
は
、
改
革
を
緩
慢
に
進
め
る
地
味
な
業
務
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
代
議
政
治
の
「
鈍
重
さ
（d

u
lln
ess

）
は
、
そ
の
卓

越
性
、
す
な
わ
ち
成
功
を
意
味
す
る
試
金
石
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
観
か
ら
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
国
制
」
と
は
「
そ
う
し
た
﹇
鈍

重
な
﹈
も
の
な
の
だ
」
と
論
じ
、
国
制
を
基
点
に
す
る
が
ゆ
え
の
穏
健
な
改
革
の
必
要
性
を
力
説
し
た88

）
。

注（
１
）
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
度
日
本
政
治
学
会
（
千
葉
大
学
）
の
「
分
科
会
Ｂ
｜
３

政
治
思
想
と
憲
法
」
に
お
け
る
報
告
原
稿
「
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
政
治
思
想

｜
｜
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
を
中
心
に
」
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
分
科
会
で
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
討
論
者
の
石
川
健
治
先
生
と

苅
部
直
先
生
、
司
会
の
竹
島
博
之
先
生
に
特
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
質
問
票
を
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
２
）
西
洋
思
想
史
に
お
け
る
憲
法
観
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。M

a
d
d
o
x

﹇1989:
50

67

﹈。
佐
野
﹇2013

﹈。
的
射
場
﹇2013

﹈。

（
３
）
ウ
ィ
ッ
グ
を
一
部
と
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
」
は
、
地
主
貴
族
を
中
心
と
す
る
政
治
支
配
者
層
（
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
）
と
、
当
時
、
国
政
上
で
大
き
な
影
響
力

を
発
揮
し
つ
つ
あ
っ
た
民
衆
の
世
論
（
フ
ォ
ロ
ワ
ー
）
と
の
関
係
を
適
正
化
す
る
こ
と
に
注
力
し
た
人
び
と
で
あ
る
。Jo

n
es

﹇2000:
63

73

﹈。
こ
の
リ
ベ

ラ
ル
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
ウ
ィ
ッ
グ
に
大
別
で
き
る
。
普
通
選
挙
制
度
を
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
は
、
非
歴
史
的
な
原
子
論
的
人
間
観
に
立
脚

し
て
、
理
性
的
な
推
論
を
通
じ
た
政
治
秩
序
の
形
成
を
め
ざ
す
。
他
方
、
ウ
ィ
ッ
グ
は
、
歴
史
的
な
地
域
社
会
に
属
す
る
歴
史
的
人
間
観
に
立
脚
し
て
、
地

主
支
配
や
階
級
社
会
と
い
っ
た
既
存
の
政
治
秩
序
を
前
提
に
政
治
構
想
を
練
っ
た
。
遠
山
﹇2013

﹈。
遠
山
﹇2014

﹈。
本
稿
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
ウ
ィ
ッ
グ

の
政
治
的
思
考
を
対
照
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
国
制
観
と
い
う
視
点
か
ら
ウ
ィ
ッ
グ
の
思
考
の
特
徴
を
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の

で
も
あ
る
。
我
が
国
の
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
思
想
史
研
究
は
、
概
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
ウ
ィ
ッ
グ
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
が
、
ウ
ィ
ッ
グ

に
着
目
し
た
貴
重
な
研
究
と
し
て
、
次
の
文
献
が
あ
る
。
小
川
﹇1992
﹈。
た
だ
し
同
書
は
、
Ｎ
・
ギ
ャ
ッ
シ
ュ
ら
政
治
史
研
究
者
の
業
績
を
豊
富
に
駆
使
し

て
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
ウ
ィ
ッ
グ
が
、
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
核
と
す
る
中
流
階
級
と
の
妥
協
を
通
じ
て
自
由
主
義
体
制
が
成
立
す
る
過
程
に
中
心
的

な
関
心
が
あ
り
、
ウ
ィ
ッ
グ
的
な
政
治
的
思
考
様
式
の
描
出
を
目
的
と
す
る
本
稿
の
議
論
と
は
関
心
が
異
な
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
ウ
ィ
ッ
グ
知
識
人
の
中
で
も
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
た
マ
コ
ー
リ
ー
と
Ｈ
・
ブ
ル
ー
ア
ム
（
一
七
七
八
｜
一
八
六
八
年
）
に
つ
い
て

は
、
ほ
ぼ
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
二
名
も
含
め
て
、
よ
り
総
合
的
な
ウ
ィ
ッ
グ
思
想
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
４
）
政
治
的
妥
協
に
関
す
る
初
の
思
想
史
研
究
の
著
書
『
妥
協
｜
｜
政
治
的
・
哲
学
的
歴
史
』（
二
〇
一
三
年
）
で
フ
ム
レ
ス
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
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ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
妥
協
概
念
を
正
面
か
ら
採
り
上
げ
た
研
究
は
な
か
っ
た

F
u
m
u
rescu

﹇2013:
25

9

﹈。
政
治
思
想
史
に

お
け
る
初
の
妥
協
研
究
で
あ
る
同
書
で
著
者
は
、
妥
協
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
の
特
殊
性
を
、
一
七
世
紀
を
中
心
に
大
陸
、
特
に
フ
ラ

ン
ス
と
の
比
較
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
議
論
は
、
妥
協
を
め
ぐ
る
両
国
の
相
違
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
て
い
る
。「
妥
協

に
関
す
る
﹇
英
仏
の
﹈
相
異
な
る
歴
史
は
、
代
表
と
自
己
代
表
の
相
異
と
密
接
に
関
係
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
国
王
や
パ
ル
ル
マ
ン
、
あ
る
い
は
三
部
会

が
、「
代
表
機
関
」と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
で
さ
え
、
上
か
ら
下
の
古
典
的
代
表
観
は
温
存
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
全
体
が
部
分
よ
り
も
常
に

上
位
に
置
か
れ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
代
表
機
関
は
依
然
と
し
て
、
上
位
者
｜
｜
こ
の
場
合
に
は
、
全
国
民
｜
｜
の
代
表
機
関
で
あ
っ
た
。
個
々
人
が
政

治
的
権
威
と
正
当
性
の
供
給
源
だ
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
て
、
代
表
が
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
、
下
か
ら
上
へ
の
も
の
に
切
り
替
わ
っ
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
理
性
の
代
表
と
い
う
﹇
代
表
に
関
す
る
﹈
古
典
的
な
理
解
は
、
諸
個
人
の
意
志
の
代
表
と
い
う
理
解

に
道
を
ゆ
ず
っ
た
」F

u
m
u
rescu

﹇2013:
195

﹈。
フ
ム
レ
ス
ク
は
こ
の
議
論
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
妥
協
を
平
等
な
各
個
人
あ
る
い
は
各
団
体
の
意

志
の
合
成
物
と
し
て
理
解
す
る
。
反
対
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
上
位
の
規
範
を
判
断
の
基
礎
と
す
る
た
め
、
平
等
な
主
体
の
意
志
の
合
成
と
し
て
の
妥
協
に
対
し

て
否
定
的
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
妥
協
に
は
各
政
治
主
体
の
平
等
性
が
必
要
で
あ
る
。R

in
ta
la

﹇1969:
330

﹈。
し
か
し
、
フ
ム
レ
ス
ク
が
議

論
の
対
象
と
し
て
い
な
い
一
九
世
紀
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
平
等
な
政
治
主
体
が
な
ん
ら
上
位
の
規
範
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
非
歴
史
的
な
諸
個
人
や
諸

団
体
の
意
思
の
合
成
と
し
て
、
一
方
向
的
（
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
）
に
妥
協
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
ウ
ィ
ッ
グ
が
論
じ
る
妥
協
は
、
本
稿

で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
長
期
に
わ
た
る
歴
史
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
共
通
の
」
場
所
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
具
体
的
に
言
え

ば
、
そ
の
場
所
と
は
イ
ギ
リ
ス
国
制
で
あ
る
。
こ
の
国
制
が
存
在
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
多
様
な
政
治
主
体
か
ら
「
統
治
」
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、

妥
協
と
は
、

自
由
な
統
治
」を
実
現
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
維
持
を
め
ざ
し
た
政
治
的
営
為
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
制
が
妥
協
の
あ
り
方
を
規
定

し
、
多
様
な
各
政
治
主
体
が
こ
れ
に
基
づ
い
た
妥
協
に
よ
り
従
前
の
国
制
の
修
正
を
施
す
と
い
う
意
味
で
、
妥
協
と
国
制
と
は
相
互
作
用
関
係
に
あ
る
。
妥

協
研
究
に
関
す
る
本
稿
の
独
自
性
は
、
名
誉
革
命
以
後
、
様
々
な
政
治
的
実
践
に
よ
っ
て
そ
の
体
制
が
定
着
す
る
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
た
政
治
的
伝
統
や
歴

史
性
、「
共
通
感
覚
（co

m
m
o
n sen

se

）」
を
前
提
と
し
た
、
多
様
な
政
治
的
構
成
要
素
を
と
り
ま
と
め
る
「
妥
協
」
を
「
政
治
的
思
慮
」
の
一
部
と
し
て

析
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
妥
協
概
念
は
、
名
誉
革
命
体
制
定
着
以
降
に
つ
い
て
は
、
一
七
世
紀
と
は
異
質
の
も
の
と
し
て
別
個
に
検
討
す
る

意
義
を
有
す
る
。
そ
の
他
、
思
想
史
の
観
点
か
ら
、
妥
協
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、H

a
m
b
u
rg
er

﹇1976:
ch
s.
5
6

﹈。
遠
山
﹇2013

﹈。
た
だ
し

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
研
究
は
、
妥
協
的
性
質
の
手
法
を
ウ
ィ
ッ
グ
が
好
ん
だ
こ
と
の
指
摘
に
の
み
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
妥
協
観
を
本
格
的

に
検
討
し
た
研
究
は
管
見
の
か
ぎ
り
存
在
し
な
い
。
他
方
、
倫
理
的
見
地
か
ら
の
妥
協
研
究
と
し
て
、
次
の
研
究
が
あ
る
。M

a
rg
a
lit

﹇2009

﹈。S
m
ith

﹇1942

﹈。

（
５
）
管
見
の
か
ぎ
り
、
一
九
世
紀
の
ウ
ィ
ッ
グ
の
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
を
「
自
由
な
統
治
」
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ
て
詳
細
に
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分
析
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。cf.

H
a
n
h
a
m

﹇1969:
1
5

﹈。
た
だ
し
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
関
口
﹇1996

﹈。

（
６
）
バ
ー
ク
﹇1790:

247,

三
一
一
頁
﹈。

（
７
）
た
と
え
ば
、
代
議
制
民
主
主
義
体
制
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
ウ
ィ
ッ
グ
的
思
考
様
式
を
自
覚
的
に
継
承
し
、
こ
の
思
考
様
式
の
実
践
そ
の
も
の
が
「
政

治
」
だ
と
論
じ
た
政
治
学
者
と
し
て
Ｂ
・
ク
リ
ッ
ク
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
リ
ッ
ク
﹇1962:

9,
133

4,

一
二
｜
三
、
一
三
三
｜
四
頁
﹈。

（
８
）H

an
sard

’s
,
V
o
l.
175,

324.

（
９
）A

u
stin

﹇1859:
37

﹈。

（
10
）A

u
stin

﹇1859:
40

1

﹈。
ミ
ル
も
『
代
議
政
治
論
』（
一
八
六
一
年
）
第
一
章
の
冒
頭
部
分
で
、『
国
制
擁
護
論
』
が
有
す
る
現
状
維
持
路
線
に
対
し
て
厳

し
く
批
判
す
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
合
憲
性
と
同
種
の
議
論
を
よ
り
詳
細
に
行
っ
て
い
る
。「
政
治
機
構
は
そ
れ
自
身
で
活
動
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
ま
ず
は
人
に
よ
っ
て
、
し
か
も
普
通
の
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
そ
の
の
ち
に
動
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
単
な
る
黙

従
を
、
で
は
な
く
能
動
的
な
参
加
を
必
要
と
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
人
び
と
の
能
力
や
性
質
に
沿
っ
て
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
統
治
形

態
﹇
統
治
機
構
﹈
の
対
象
で
あ
る
人
び
と
が
、
そ
れ
を
進
ん
で
受
け
入
れ
る
の
で
な
け
れ
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
﹇
統
治
機

構
﹈の
樹
立
に
対
す
る
克
服
で
き
な
い
ほ
ど
の
障
害
と
な
る
ほ
ど
に
反
抗
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」。
こ
の
よ
う
に
、
ミ
ル
も
ま
た
政

治
秩
序
成
立
の
前
提
条
件
と
し
て
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
国
民
の
承
認
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
た
。J.

S
.
M
il

﹇1861
:376,

三
五
五
頁
﹈。
関
口
﹇1989:

423
4

﹈
参
照
。

（
11
）A

u
stin

﹇1859:
37

﹈。

（
12
）A

u
stin

﹇1859:
37

8

﹈。

（
13
）A

u
stin

﹇1859:
38

9

﹈。

（
14
）
バ
ー
ク
も
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
に
お
い
て
、「
利
害
の
結
合
と
対
立
、
作
用
と
反
作
用
｜
｜
自
然
の
世
界
に
お
い
て
も
政
治
の
世
界
に
お
い
て
も
、

矛
盾
し
合
う
諸
力
相
互
間
の
戦
い
の
中
か
ら
宇
宙
的
調
和
を
導
き
出
す
、
か
の
作
用
と
反
作
用
」
に
つ
い
て
論
じ
、
多
様
な
利
害
の
存
在
そ
の
も
の
に
「
調

和
」
の
原
因
を
見
て
い
る
。
バ
ー
ク
﹇1790:

36
7,

三
一
一
頁
﹈。

（
15
）B

a
g
eh
o
t

﹇1852:
54

7

﹈。B
a
g
eh
o
t

﹇1867
72:

126,

二
三
三
頁
﹈。

（
16
）R
o
m
a
n
i

﹇2002:
234

﹈。
政
治
的
自
由
の
確
保
と
「
性
格
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
遠
山
﹇2011:

第
一
章
第
三
節
﹈。

（
17
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
196

﹈。

（
18
）C

o
llin

i

﹇1991:
97

﹈。

（
19
）
遠
山
﹇2011:

第
一
章
第
二
節
﹈。
コ
リ
ー
ニ
他
﹇1983:

194
7,

一
六
五
｜
八
頁
﹈。V

a
ro
u
x
a
k
is

﹇2002:105

﹈。R
o
m
a
n
i

﹇2002:In
tro
d
u
ctio

n

﹈。
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Jo
n
es

﹇2000:
57

8

﹈。「
国
民
性
」
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
に
も
指
摘
が
あ
る
。G

rey

﹇1858:
13

﹈。

（
20
）C

o
llin

i

﹇1991:
97

﹈。

（
21
）V

a
ro
u
x
a
k
is

﹇2002:
81

﹈。

（
22
）
バ
ー
ク
﹇1790:

89,

一
〇
九
｜
一
〇
頁
﹈。

（
23
）R

u
ssell

﹇1821:
263

﹈。

（
24
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
203

﹈。
な
お
、
こ
の
引
用
文
は
、
初
出
に
の
み
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865a
:
416

7

﹈。B
a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
306,

一
九
三
｜
四
頁
。393,

二
九
六
頁
﹈。

（
26
）B

u
rro

w

﹇1988:
103

﹈。

（
27
）L

ew
is

﹇1898:
20

﹈。

（
28
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
191

﹈。
遠
山
﹇2014:

九
五
｜
六
頁
﹈。「
合
憲
性
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。A

u
stin

﹇1859:
38

﹈。

（
29
）
本
節
（
一
）
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
遠
山
﹇2014

﹈
で
詳
細
に
検
討
し
た
。

（
30
）D

icey

﹇1867:
81

﹈。B
ry
ce

﹇1867:
277

8

﹈。H
a
rriso

n

﹇1875:
375

9

﹈。

（
31
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
191

﹈。

（
32
）B

a
g
eh
o
t

﹇1860:
325

6

﹈。A
u
stin
﹇1859:

22
5

﹈。

（
33
）
こ
の
制
度
を
詳
細
に
考
察
し
た
も
の
と
し
て
次
を
参
照
。
青
木
﹇1997:

第
二
｜
三
章
﹈。A

u
stin

﹇1859:
25

9

﹈。

（
34
）H

an
sard

’s
,
V
o
l.
202,

147,
1870.

（
35
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
186

﹈。G
rey

﹇1858:
128

9
﹈。

（
36
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
178

﹈。

（
37
）
た
と
え
ば
、
Ｇ
・
Ｃ
・
ル
イ
ス
は
第
二
次
選
挙
法
改
正
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
自
由
な
統
治
の
真
の
政
策
は
、
こ
れ
ら
多
岐
性（d

iv
ersity

）

や
変
則
を
考
慮
し
、
そ
れ
ら
を
打
ち
倒
し
圧
殺
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
統
治
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ
、
糾
弾
さ
れ
る
前
に
傾
聴
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
と
考
え
る
。﹇
反
対
に
﹈
専
制
は
、
す
べ
て
の
反
対
派
を
踏
み
つ
ぶ
す
」。L

ew
is

﹇1859:
147

﹈。

（
38
）
ル
イ
ス
の
次
の
議
論
も
参
照
。「
異
な
っ
た
階
級
や
利
害
が
、
異
な
っ
た
場
所
で
優
位
を
占
め
る
。
選
挙
区
を
増
や
し
、
そ
の
規
模
や
性
格
を
多
様
化
す
る

こ
と
で
、
我
々
は
共
同
体
の
異
な
っ
た
部
分
に
、
強
者
の
み
な
ら
ず
弱
者
に
も
、
代
表
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」。L

ew
is

﹇1859:
148

﹈。

（
39
）
岸
本
﹇1999:

二
七
〇
｜
八
〇
頁
﹈。

（
40
）H

a
rt

﹇1992:
24,

91
4

﹈。
遠
山
﹇2014:

第
二
節
﹈。
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（
41
）B

a
g
eh
o
t

「1861:
343

4

﹈。

（
42
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
188

﹈。G
rey

﹇1858:
88

9

﹈。

（
43
）
政
党
か
ら
の
議
員
の
独
立
に
つ
い
て
は
、
遠
山
﹇2013:

第
二
節
﹈
を
参
照
。

（
44
）
ベ
ン
サ
ム
は
、
同
様
の
観
点
か
ら
、「
人
民
の
大
部
分
」
に
対
す
る
権
力
者
の
「
依
存
」
の
重
要
性
を
説
い
た
。
小
畑
﹇2013:

一
二
一
｜
二
頁
﹈。

（
45
）V

o
n A

rx

﹇1985:
138

9

﹈。

（
46
）B

ry
ce

﹇1867:
277

8

﹈。D
icey

﹇1867:
81

﹈。H
a
rriso

n

﹇1875:
375

9

﹈。K
en
t

﹇1978:
40,

43
5

﹈。

（
47
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
297

8,

一
八
二
｜
三
頁
﹈。

（
48
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
296,

一
八
〇
頁
﹈。

（
49
）B

a
g
eh
o
t

﹇1867
72:

132,

二
四
六
頁
﹈。

（
50
）
遠
山
﹇2011:

第
一
章
第
三
節
﹈。

（
51
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
176

﹈。

（
52
）
グ
レ
イ
は
、
議
会
の
「
民
主
的
な
要
素
」
が
「
支
配
的
」
な
影
響
力
を
持
つ
に
至
ら
ず
、
公
的
自
由
が
実
現
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、「
中
庸
の
精
神
と

他
者
の
権
利
を
尊
重
す
る
気
持
ち
」
を
有
す
る
「
上
流
階
級
」
に
優
越
権
を
与
え
て
き
た
か
ら
と
論
じ
て
い
る
。G

rey

﹇1858:
67

8

﹈。

（
53
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
210

4,

七
三
｜
七
頁
﹈。

（
54
）G

rey

﹇1858:
4

﹈。R
u
ssell

﹇1821:
116

﹈。cf.
P
.
S
m
ith

﹇2001:
In
tro
d
u
ctio

n

﹈。

（
55
）

B
a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
211,

七
四
頁
。214,

七
七
頁
﹈。

（
56
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
219

20,

八
四
頁
﹈。

（
57
）
バ
ー
ク
﹇1790:
191,

二
三
六
頁
﹈。

（
58
）
ミ
ル
﹇1859:
23

4,

五
〇
｜
四
頁
﹈。M

o
rley

﹇1874:
6,
45,

105
8

﹈。
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
決
定
観
に
つ
い
て
は
、
遠
山
﹇2013

﹈。

（
59
）L

ew
is

﹇1859:
146

﹈。

（
60
）B

a
g
eh
o
t

﹇1852:
48

﹈。

（
61
）B
a
g
eh
o
t

﹇1855:
320

﹈。

（
62
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856a
:
412

﹈。

（
63
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856b
:
87

8

﹈。

（
64
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856b
:
88

﹈。
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（
65
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
172

5

﹈。

（
66
）co

m
m
o
n
p
la
ce

に
つ
い
て
は
次
も
参
照
。B

a
g
eh
o
t

﹇1856c:
242

4

﹈。

（
67
）
遠
山
﹇2013:

第
一
節
﹈。

（
68
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
296,

一
八
〇
頁
﹈。

（
69
）
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
も
、「
共
通
利
益
」
に
対
す
る
「
配
慮
」
が
「
相
異
な
る
要
求
の
妥
協
を
常
に
再
生
す
る
」
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。A

u
stin

﹇1859:
6

﹈。

（
70
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856b
:
89

﹈。

（
71
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856c:
257

﹈。

（
72
）B

a
g
eh
o
t

﹇1861:
126

﹈。

（
73
）B

a
g
eh
o
t

﹇1861:
151

﹈。

（
74
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856c:
256

﹈。

（
75
）A

u
stin

﹇1859:
6

﹈。

（
76
）cf.

B
a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
296,

一
八
〇
頁
﹈。

（
77
）B

a
g
eh
o
t

﹇1865
7:
296

7,

一
八
一
頁
﹈。

（
78
）M

a
in
e

﹇1885:
66

﹈。

（
79
）M

a
in
e

﹇1885:
24

5,
172

7

﹈。cf.
G
rey

﹇1858:
68,

140
2

﹈。

（
80
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856e:
97

﹈。

（
81
）A

u
stin

﹇1859:
37

﹈。L
ew
is

﹇1859:
145

﹈。

（
82
）M

a
in
e

﹇1885:
46

9

﹈。

（
83
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1819:
173

﹈。

（
84
）M

a
ck
in
to
sh

﹇1820:
488

﹈。

（
85
）

思
弁
的
な
原
理
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
国
制
は
、
実
践
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
必
ず
失
敗
す
る
」。G

rey

﹇1858:
61

﹈。
さ
ら
に
メ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
感
覚
に
基
づ
く
「
政
治
改
革
」
は
、
必
然
的
に
、
既
存
の
国
制
を
基
盤
に
し
な
が
ら
漸
次
的
に
進
め
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
改
革
に
対

す
る
こ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、「
教
育
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
人
」
の
「
共
通
の
感
覚
（co

m
m
o
n sen

se

）」
が
指
示
す
る
実
践
可
能
な
改
革
だ
か
ら
で
あ
る
。

「『
有
機
体
に
は
小
さ
な
変
化
が
有
益
で
あ
る
』と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
法
則
は
人
間
の
共
同
体
に
も
当
て
は
ま
る
が
、
突
然
の
全
面
的
な
政
治
改
革
は
、
馬

術
の
学
習
だ
け
を
頼
り
に
馬
に
ま
た
が
る
人
と
常
に
同
じ
状
態
に
共
同
体
を
お
く
。
あ
え
て
言
う
が
、
こ
の
結
論
は
、
共
通
の
感
覚
が
も
た
ら
す
結
論
で
あ
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り
、
一
見
わ
か
り
に
く
い
一
連
の
事
実
を
説
明
す
る
の
に
大
い
に
役
立
つ
。
歴
史
的
な
国
制
、
つ
ま
り
経
験
の
蓄
積
を
通
じ
て
徐
々
に
発
展
し
た
国
制
が
、

事
実
と
し
て
ア﹅
・
プ﹅
リ﹅
オ﹅
リ﹅
の
国
制
、
つ
ま
り
経
験
と
乖
離
し
た
思
弁
的
仮
説
に
基
づ
く
国
制
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
理
由
は
な
に
か
。
長
所
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
教
育
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
人
な
ら
ほ
と
ん
ど
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
」。M

a
in
e

﹇1885:
171

2

﹈。

（
86
）A

u
stin

﹇1859:
38

﹈。

（
87
）
同
様
の
議
論
と
し
て
、
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
次
の
議
論
も
参
照
。M

a
ck
in
to
sh

﹇1820:
489

﹈。

（
88
）B

a
g
eh
o
t

﹇1856d
:
83

﹈。
多
様
性
の
承
認
と
保
守
的
改
良
の
政
治
姿
勢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
政
治
╱
社
会

に
お
け
る
個
々
人
の
自
由
の
成
立
、
あ
る
い
は
「
多
様
性
」
の
維
持
は
、
各
人
が
異
質
な
他
者
を
相
互
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
相
互
承
認
に

よ
り
、
各
人
は
同
じ
場
所
に
物
理
的
に
存
在
す
る
だ
け
の
他
者
と
の
無
関
係
を
脱
し
、
他
者
と
の
関
係
性
、
そ
れ
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
場
所
に
生
じ
る
「
意

味
」
を
通
じ
て
、
自
ら
が
属
す
る
場
所
と
よ
り
深
く
結
び
つ
く
。
そ
の
た
め
、
多
様
性
の
承
認
自
体
が
、
現
状
墨
守
に
陥
ら
な
い
健
全
な
保
守
の
政
治
姿
勢

を
生
む
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
多
様
性
を
承
認
す
る
か
ら
こ
そ
、
多
様
な
関
係
性
を
内
包
し
た
政
治
的
要
素
の
総
体
で
あ
る
国
制
を
守
り
、
さ
ら
に
は
守

る
た
め
に
も
、
理
念
に
舞
い
上
が
り
従
前
の
世
界
と
の
結
び
つ
き
を
欠
い
た
破
壊
的
行
為
を
嫌
悪
し
て
、
多
様
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
歴
史
的
な
全
体
を

保
存
す
る
「
改
革
」
を
粘
り
強
く
追
求
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
自
由
な
統
治
」
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
多
様
性
の
承
認
が
必
要

不
可
欠
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
唯
一
の
政
治
的
手
法
あ
る
い
は
実
践
に
先
立
つ
政
治
的
「
構
え
」
が
政
治
的
妥
協
な
の
で
あ
る
。

文
献
リ
ス
ト

青
木
康

1997

『
議
員
が
選
挙
区
を
選
ぶ
｜
｜
18
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
』
山
川
出
版
社
。

小
川
晃
一

1992

『
英
国
自
由
主
義
体
制
の
形
成
｜
｜
ウ
ィ
ッ
グ
と
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
』
木
鐸
社
。

小
畑
俊
太
郎

2013

『
ベ
ン
サ
ム
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
｜
｜
国
家
・
教
会
・
世
論
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
。

岸
本
広
司

1999

政
党
」『
政
治
概
念
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
｜
｜
近
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
。

Ｂ
・
ク
リ
ッ
ク

1962

『
政
治
の
弁
証
』
前
田
康
博
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
〔In

 
D
efen

ce of P
olitics

,
B
lo
o
m
sb
u
ry
,
2013

〕。

コ
リ
ー
ニ
他

1983

『
か
の
高
貴
な
る
政
治
の
科
学
｜
｜
一
九
世
紀
知
性
史
研
究
』
永
井
義
雄
、

坂
本
達
哉
、
井
上
義
朗
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年

〔S
.
C
o
llin

i et al.,
T
h
at N

oble S
cien

ce of P
olitics:

A
 
S
tu
d
y
 
in
 
N
in
eteen

th
-C
en
tu
ry
 
In
tellectu

al H
istory

,
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity

 
P
ress

〕。

佐
野
誠

2013

憲
法
」『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開

第
六
巻
』
晃
洋
書
房
。

関
口
正
司

1989

『
自
由
と
陶
冶
｜
｜
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
み
す
ず
書
房
。

― ―64



｜
｜

1996

ミ
ル
｜
｜
代
議
制
民
主
主
義
と
自
由
な
統
治
」
田
中
浩
編
『
現
代
思
想
と
は
な
に
か
』
龍
星
出
版
。

遠
山
隆
淑

2011

『「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
の
政
治
学
｜
｜
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
代
議
政
治
』
風
行
社
。

｜
｜

2013

妥
協
を
め
ぐ
る
政
治
思
想
｜
｜
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
後
期
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
政
党
・
政
治
的
決
定
」『
政
治
思
想
史
に
お
け
る
言
語
・
会

話
・
討
議
（
政
治
思
想
研
究
第
13
号
）』
風
行
社
。

｜
｜

2014

国
民
統
合
と
多
様
性
｜
｜
19
世
紀
ウ
ィ
ッ
グ
の
選
挙
制
度
論
」『
民
意
（
年
報
政
治
学2014

Ⅰ

）』
木
鐸
社
。

Ｅ
・
バ
ー
ク

1790

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
（
新
装
版
）』
半
澤
孝
麿
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
〔R

eflection
s on th

e R
evolu

tion in F
ran

ce,
in

 
R
evolu

tion
ary

 
W
ritin

gs
,
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2014

〕。

Ｗ
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト

1865
7

『
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
』『
バ
ジ
ョ
ッ
ト

ラ
ス
キ

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
（
世
界
の
名
著
六
〇
）』
所
収
、
小
松
春
雄
訳
、
中
央
公
論
社
、
一

九
七
〇
年
〔T

h
e E

n
glish C

on
stitu

tion
,
T
h
e C

ollected
 
W
orks of

 
W
alter

 
B
ageh

ot,
N
o
.
V
,
ed
.
b
y N

.
S
t.
Jo
h
n
-S
tev

a
s,T

h
e E

co
n
o
m
ist

（
以
下
、W

o
rk
s

の
巻
数
お
よ
び
初
出
年
の
み
を
表
記
。
な
おW

o
rk
s

の
出
版
年
は
、1965

86

）〕。

｜
｜

1867
72

『
自
然
科
学
と
政
治
学
』
大
道
安
次
郎
訳
、
岩
崎
書
店
、
一
九
四
八
年
〔P

h
ysics an

d
 
P
olitics

,
Ⅶ

〕。

的
射
場
敬
一

2013

立
憲
主
義
」『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開

第
六
巻
』
晃
洋
書
房
。

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル

1859

『
自
由
論
』
山
岡
洋
一
訳
、
光
文
社
、
二
〇
〇
六
年
〔O

n L
iberty an

d O
th
er
 
W
ritin

gs
,ed

.b
y S

.C
o
llin

i,C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity

 
P
ress,

1989

〕。

｜
｜

1861

『
代
議
政
治
論
』『
ベ
ン
サ
ム
・
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（
世
界
の
名
著
三
八
）』
所
収
、
山
下
重
一
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
〔C

on
sid
eration

s on
 

R
epresen

tative G
overn

m
en
t,
C
ollected

 
W
orks of Joh

n
 
S
tu
art M

ill,
V
o
l.
19,

ed
.
b
y J.

M
.
R
o
b
in
so
n
,
U
n
iv
ersity o

f T
o
ro
n
to P

ress,

1977

〕。

H
an
sard

’s P
arliam

en
tary D

ebates
,
3rd series.

A
u
stin

,
J.
1859 A

 
P
lea for th

e C
on
stitu

tion
.

B
a
g
eh
o
t,
W
.
1852

‘L
etters o

n F
ren

ch C
o
u
p d

’E
ta
t o
f 1851’,

.

｜
｜

1855
‘T
h
e F

irst E
d
in
b
u
rg
h R

ev
iew

ers’,
Ⅰ
.

｜
｜

1856a
‘M
r.
M
a
ca
u
la
y
’,
Ⅰ
.

｜
｜

1856b
‘A
v
a
ra
g
e G

o
v
ern

m
en
t’,
Ⅶ
.

｜
｜

1856c
‘T
h
e C

h
a
ra
cter o

f S
ir R

o
b
ert P

eel’,
Ⅲ
.

｜
｜

1856d
‘D
u
ll G

o
v
ern

m
en
t’,
Ⅵ
.

― ―65



｜
｜

1856e
‘In
tellectu

a
l C
o
n
serv

a
tism

’,
Ⅵ
.

｜
｜

1860
‘P
lu
ra
lity o

f V
o
tes.

T
h
e T

ru
e P

rin
cip
le o

f a R
efo

rm
 
B
ill’,

Ⅵ
.
｜
｜

1861
‘W
illia

m
 
P
itt’,

Ⅲ
.

B
ry
ce,

J.
1867

‘T
h
e H

isto
rica

l A
sp
ect o

f D
em
o
cra

cy
’,
E
ssays on

 
R
eform

,
M
a
cm
illa

n a
n
d C

o
..

B
u
rro

w
,
J.
1988

 
W
h
igs an

d
 
L
iberals:

C
on
tin
u
ity an

d
 
C
h
an
ge in

 
E
n
glish P

olitical T
h
ou
gh
t,
C
la
ren

d
o
n P

ress.

C
o
llin

i,
S
.
1991 P

u
blic M

oralists:
P
olitical T

h
ou
gh
t an

d
 
In
tellectu

al L
ife in

 
B
ritain

 
1
8
5
0
1
9
3
0
,
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress.

D
icey

,
A
.
V
.
1867

‘T
h
e B

a
la
n
ce o

f C
la
sses’,

E
ssays on

 
R
eform

,
M
a
cm
illa

n a
n
d C

o
..

F
u
m
u
rescu

,
A
.
2013 C

om
prom

ise:
A
 
P
olitical an

d
 
P
h
ilosoph

ical H
istory

,
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress.

G
rey

,
H
.
G
.
1858 P

arliam
en
tary G

overn
m
en
t C

on
sid
ered

 
w
ith R

eferen
ce to A

 
R
eform

 
of P

arliam
en
t,
L
o
n
d
o
n
.

H
a
m
b
u
rg
er,

J.
1976 M

acau
lay an

d
 
th
e
 
W
h
ig T

rad
ition

,
T
h
e U

n
iv
ersity o

f C
h
ica
g
o P

ress.

H
a
n
h
a
m
,
H
.
J.
1969 T

h
e N

in
eteen

th
-C
en
tu
ry C

on
stitu

tion
 
1
8
1
5

1
9
1
4
 
D
ocu

m
en
t an

d
 
C
om
m
en
tary

,
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress.

H
a
rriso

n
,
F
.
1875 O

rd
er an

d
 
P
rogress

,
L
o
n
g
m
a
n
s,
G
reen a

n
d C

o
..

H
a
rt,

J.
1992 P

roportion
al R

epresen
tation

:
C
ritics of th

e B
ritish E

lectoral S
ystem

 
1
8
2
0
1
9
4
5
,
C
la
ren

d
o
n P

ress.

Jo
n
es,

H
.
S
.
2000 V

ictorian
 
P
olitical T

h
ou
gh
t,
M
a
cm
illa

n
.

K
en
t,
C
.
1978 B

rain
s an

d
 
N
u
m
bers:

E
litism

,
C
om
tism

,
an
d
 
D
em
ocracy in

 
M
id
-V
ictorian

 
E
n
glan

d
,
U
n
iv
ersity o

f T
o
ro
n
to P

ress.

L
ew
is,
G
.
C
.
1859

‘H
isto

ry a
n
d P

ro
sp
ects o

f P
a
rlia

m
en
ta
ry R

efo
rm
’,
T
h
e E

d
in
bu
rgh R

eview
,
N
o
.
221.

｜
｜

1898 R
em
arks on

 
th
e U

se an
d
 
A
bu
se of S

om
e P

olitical T
erm

s
,
T
h
e C

la
ren

d
o
n P

ress.

M
a
ck
in
to
sh
,
J.
1819

‘U
n
iv
ersa

l S
u
ffra

g
e’,
T
h
e E

d
in
bu
rgh R

eview
,
N
o
.
31.

｜
｜

1820
‘P
a
rlia

m
en
ta
ry R

efo
rm
’,
T
h
e E

d
in
bu
rgh R

eview
,
N
o
.
34.

M
a
d
d
o
x
,
G
.
1987

‘C
o
n
stitu

tio
n
’,
P
olitical In

n
ovation

 
an
d
 
C
on
ceptu

al C
h
an
ge
,
ed
s.
b
y T

.
B
a
ll et al.,

C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress.

M
a
in
e,
H
.
1885 P

opu
lar G

overn
m
en
t:
F
ou
r E

ssays
,
Jo
h
n M

u
rra

y
.

M
a
rg
a
lit,

A
.
2009 O

n
 
C
om
prom

ise an
d
 
R
otten

 
C
om
prom

ises
,
P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress.

M
o
rley

,
J.
1874 O

n
 
C
om
prom

ise
,
W
a
tts a

n
d C

o
..

S
m
ith
,
P
.
2001

‘In
tro
d
u
ctio

n
’,
in W

.
B
a
g
eh
o
t,
T
h
e E

n
glish C

on
stitu

tion
,
ed
.
b
y P

.
S
m
ith
,
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress.

S
m
ith
,
T
.
V
.
1942

‘C
o
m
p
ro
m
ise:

Its C
o
n
tex

t a
n
d L

im
its’,

E
th
ics:

A
n In

tern
ation

al Jou
rn
al of S

ocial,
P
olitical,

an
d L

egal P
h
ilosoph

y
,

― ―66



 

V
o
l.
53,

N
o
.
2.

R
in
ta
la
,
M
.
1969

‘T
h
e T

w
o F

a
ces o

f C
o
m
p
ro
m
ise’,

W
estern

 
P
olitical Q

u
arterly

,
N
o
.
22.

R
o
m
a
n
i,
R
.
2002 N

ation
al C

h
aracter an

d
 
P
u
blic S

pirit in
 
B
ritain

 
an
d
 
F
ran

ce,
1
7
5
0
1
9
1
4
,
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress.

R
u
ssell,

J.
1821 A

n E
ssay on th

e H
istory of th

e E
n
glish G

overn
m
en
t an

d
 
C
on
stitu

tion from
 
th
e R

eign of H
en
ry V

II.
to th

e P
resen

t
 

T
im
e
,
L
o
n
g
m
a
n
,
H
u
rst,

R
ees,

O
rm
e,
o
n
d B

ro
w
n
,
P
a
tern

o
ster-R

o
w
.

V
a
ro
u
x
a
k
is,
G
.
2002 V

ictorian
 
P
olitical T

h
ou
gh
t on

 
F
ran

ce an
d
 
th
e F

ren
ch
,
P
a
lg
ra
v
e.

V
o
n A

rx
,
J.
P
.
1985 P

rogress an
d P

essim
ism

:
R
eligion

,
P
olitics,

an
d H

istory in L
ate N

in
eteen

th C
en
tu
ry B

ritain
,
H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity

 
P
ress.

付
記

本
稿
は
、
二
〇
一
四
｜
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究

Ｂ
））「
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
に
お
け
る
妥
協
の
原
理
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

― ―67


